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令和６年度｢東京都環境影響評価審議会｣第二部会（第３回） 

日時：令和６年９月 26日（木）午前 10時～ 

形式：対面及びオンラインの併用方式 

 

 

―― 会 議 次 第 ―― 

 

１ 環境影響評価書案に係る質疑及び審議 

ＧＬＰ昭島プロジェクト【３回目】 

 

 

 

 

【審議資料】 

資料１ 「ＧＬＰ昭島プロジェクト」 

資料１－１ 「ＧＬＰ昭島プロジェクト」環境影響評価書案 第２回部会審

議質疑応答 

資料１－２ 「ＧＬＰ昭島プロジェクト」に係る都民の意見を聴く会におけ

る公述意見の概要  
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＜出席者＞ 

会長    柳委員 

第二部会長 宮越委員 

安立委員 

羽染委員 

廣江委員 

水本委員 

宗方委員 

保高委員 

渡邉委員 

      （９名） 

長谷川政策調整担当部長 

藤間アセスメント担当課長 

石井アセスメント担当課長 
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「ＧＬＰ昭島プロジェクト」環境影響評価書案 第２回部会審議質疑応答 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

１ 

交通量について、一般的な方法

で予測しているが、住民は、大きな

幹線道路の交通量が増えると、他

の車が住宅街に入ってくるのでは

ないかと心配している。 

もちろんアセスではそういった

細い道等、間接的に増える道路ま

では一般的に調査しないと思う

が、かなり多くの人が気にしてい

るので、事後調査等のとき、住民の

方が心配しているような住宅街道

路についても調査するとか、そう

いう考えはあるか。 

一つ一つの住宅道路についてま

での調査をすることは難しいと考

えている。ただ、非常にたくさんの

御意見をいただいているので、我々

がまずそこに入らないように、テナ

ントを含めて協議会を持ってやっ

ていくことを、近隣の皆様にもお伝

えしている。我々の予測と起き得る

影響が実際どうなって、どういう課

題が出てくるかは運用後でないと

分からないところもあるので、そう

いった面については、運用開始後に

話合いをしながら改善する協議会

をつくっていくことを、昭島市も含

めて相談している。 

8/22 

部会に

て回答 

 

 

住民は、事業に関する直接的な

車が、ふだん使っている道路に来

ることだけではなくて、渋滞が起

こるだろうから、関係ない、今まで

住宅街に行かなかったような車が

渋滞を避けるために入ってくるの

ではないかを気にしているコメン

トが、多数あったように感じる。 

そのため、自分たちは住宅街に

行かない、という話だけではなく、

これは間接的な影響なので、直接

的な責任ということではないかも

しれないが、やはり１地点でも２

地点でもいいので、そういうとこ

ろで事後調査をするというのはい

かがか。 

実際にどの部分の道路が増えた

と感じるかが分かりづらいところ

もあるので、事後調査でやるのが正

しいのか、協議会の中で意見が出た

ところに対しての対策を考えるの

かといったところで、そこはまた別

の観点かと思っているので、何かし

らの対応は考えていきたい。 

我々の車が増えるので、負荷はど

うしても出てくるが、負荷の増大が

集中しないような対策を施設運営

側では検討しており、それが最終的

に一般の車が細街路に入っていか

ないようなことにつながっていく

のではないかと思い、現時点ではそ

ういう対策を考えている。 

運用開始後は、事後調査の中でと

いうよりは、行政を含めての協議会

で話合いをする中で、どの部分がど

うなっているかを把握した上で、対

策については考えていきたい。 

資料１-１ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

２ 

住民は、大気汚染の濃度が非常

に増大するのではないかと思って

いる方がたくさんいるようだ。少

し住民の方の誤解もあるかもしれ

ないが、例えば、見解書の 57ペー

ジの「二酸化窒素の濃度が 2.3 倍

になってしまうのではないか。」 

これは見解書で丁寧に説明して

いて、読めば分かると思うが、住民

の方が読んで納得するかが心配な

ところである。 

多分、現在の値は平均値、年平均

を使っていて、将来の値は最大値、

最大の日を使っていて、それで比

べているので、フェアな比較に

なっていないというので、住民の

方が誤解したと思う。 

誤解を解くため、例えば、98％値

が年の最大に近い等、そういうこ

とを評価書案などに書いたり、あ

るいは、表の米印のところで、「低

いほうから数えて 98％」ではなく、

もう少し踏み込んで、年間で一番

高濃度になる値に近いなど、なる

べく平易な言葉で少し補足して書

くという方法はいかがか。 

評価書に向けて、ご助言の内容を

踏まえて、表現等については分かり

やすい、納得しやすい文章になるよ

うに、できる範囲で見直していきた

いと思う。 

8/22 

部会に

て回答 

 

 

一般的に評価書案では交通量や

大気汚染についても、現状の調査

と将来の予測を別々に書くため、

これで誤解が生まれているような

気もする。将来予測のところにも

う一度、現状と比べると何倍とか、

そういう書き方の工夫も今回につ

いてはあってもいいと思う。 

検討していきたい。  
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

３ 

見解書の 58 ページの下段にあ

るように、住民の方々は環境保全

に対する措置がきちんと行われる

のかを心配しているように読め

る。これに対して、ルールを定める

ことは言っているが、住民はさら

に踏み込んで、ルール違反したら

ペナルティを与えるなど、きちん

と実行するような方策を考えてい

るかを気にしているように思う。 

「こういうのを考えて徹底させ

ます」だけだと納得感は得られな

いような気がするので、より具体

的に、どのように周知徹底させる

のかを考えているのか。 

我々の他施設では、各施設に色々

なテナントが入り、その代表者と私

どもの会社と、管理を実際に担当し

ていくメンバーと、定期的に打合せ

の会を持ち、オープンなコミュニ

ケーションを取って話合いをして、

ルール徹底を各企業に守っていた

だくようにお願いをしていく。企業

から我々に対して「もっとこういう

ふうにしてくれないか」という意見

も出てくる。そういったことを繰り

返していくことで、周知徹底を実行

しており、この施設でも実施する。 

 

8/22 

部会に

て回答 

 

４ 

今まで書いてあること以外に

も、何か環境保全上の措置につい

てさらに追加してこういうことを

やるということは考えているの

か。 

 例えば安全面をより具体的に

守っていく上で、全ての施設ではな

いが、周辺の道路のヒヤリハット

マップを独自でつくって、テナント

と共有、更新をしていくことで、ド

ライバーに対してどこが気をつけ

るべきところなのかを伝え、より安

全な状況を守っていく取組をス

タートしており、今回の施設におい

ても取り入れる検討をしている。 

8/22 

部会に

て回答 

 

騒
音
・
振
動 

１ 

工事の造成と建設について、

8.2-37、38 ページに音源分布が

載っているが、造成は北側よりも

少し後ろに下がったところに機械

が並ぶことになっているが、周辺

への影響を考えると、造成であれ

ばもう少し前に行くこともあるの

ではないかと思うのだが、造成の

ときの配置が本当にこうなのか、

これはどういう根拠でこうなって

いるのかを伺いたい。 

暫定で施工計画を立て、稼働する

だろう機械の台数等を確認し、どこ

の時点でピークになるのかを押さ

え、そのときにどこを集中的に工事

しているのかを考えたときに、この

ような機械配置になってくる。 

東と西の敷地、特に新設道路の位

置に機械が集中して置いている状

態かと思うが、造成の期間の中でも

ピークとなる時期が８か月目に当

たると想定している。そのときに

は、道路の整備を集中的にしている

時期で、併せて、その時期にどこの

建物等を造っているのかを考える

と、東側敷地の東寄りの場所、デー

タセンターが集中している場所、も

しくは、同じ敷地側の南側の物流施

設Ｌ-１、西側の敷地の南側の物流

施設Ｌ-２の辺で集中的に工事がさ

れているという想定である。 

8/22 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

２ 

完成後の施設については、例え

ば 51ページで、昼と夜の基準を満

足しているという評価結果を載せ

ているが、住民はやはり施設が

建ったことによる影響も知りたい

と思う。そうすると、この結果とい

うものが、今の一般環境から比べ

て十分努力した結果であるという

説明があったほうが良いと思うの

だが、その観点から何か説明でき

ることはあるか。 

影響の程度を見ていくというこ

とであるならば、基準を守るだけで

はなくて、現状との比較もしておい

たほうがいいのではないかという

ことはおっしゃるとおりだと思う

ので、評価書の中で見直せるところ

は見直していきたい。 

8/22 

部会に

て回答 

 

３ 

工事用車両あるいは、関係車両

が走ったことによる予測結果が、

時間帯別のほうは本編に載せてあ

るが、時刻別の、時系列的なデータ

が一切省かれているのだが、その

理由を教えていただきたい。 

本編は昼間の時間帯や夜間の時

間帯の時間帯で平均、あるいは、代

表的な値と環境基準を比べるとい

うことで、いわゆる評価時間帯の

値が載っているのは分かるが、例

えば調査結果であっても、時刻別

の値が資料編に載っている。とこ

ろが、関連車両、工事用車両の予測

結果の振動は載っているが、騒音

が載っていない。 

騒音に関しては昼の区分、夜間の

区分ということで整理しているの

で、予測結果に関しても、時間区分

として集約させた形で整理してい

る。振動に関しては時間値として掲

載しているが、騒音に関しては時間

区分で整理しているので、資料編に

は資料としては掲載していなかっ

た。 

騒音・振動として同列として見る

限りでは、掲載しておいたほうがい

いということだと思うので、評価書

の段階で新たな追加資料になって

しまうが、掲載していくことは可能

か思う。 

8/22 

部会に

て回答 

４ 
65 ページと 71 ページに、工事

用車両や関係車両が走ったときの

比較として、基礎交通量のときの

予測結果が載っているが、この結

果が 11 ページの昼間の調査結果

と全く同じになっている理由を教

えてほしい。 

測定結果、つまり、現況を調べた

調査の結果と予測の結果が基礎交

通量の予測の結果と現況結果が全

く同じ数字になるというのが、理

解できない。 

基礎交通量からの計算値を 65

ページなどの予測結果のところに

掲載している。騒音・振動の現地調

査の際に交通量を併せて測定し、そ

の結果と同じ台数で数値計算した

ときの値と、騒音・振動の現地測定

結果と、数値上の差異が出てくるの

で、そこを解消するために補正をし

ている。要は、予測した数値計算、

解析した結果を現地調査に補正す

るような補正をかけて、その補正値

をもって、工事中の交通量、もしく

は、施設関連車両の交通量の結果を

算出している。また、この地域にお

いて車両が大きく伸びていくよう

な形は見て取れなかったため、安全

側で見て現地調査の結果を基礎交

通量として捉え、基礎交通量の数字

が、基本的には測定をした結果とほ

ぼ同じ数字になっている。 

8/22 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

４
（
続
き
） 

今言われた「補正をかけている」

という説明は、どこかにお書きに

なっているか。 

予測は、時間帯別の交通量を予

測式に入れたとしても、実測値と

合わないということは、「音響学会

式」が当然認めているところであ

る。±２dBの範囲内に収まる精度

はちゃんと担保されており、あと

は交通量の変化によってどういう

変化が起きるかを予測するという

ところなので、説明なくやられる

と、単に現況調査結果を引用した

だけではないかという、明らかな、

誤解ではなくて疑念を持ってしま

うと理解していただきたい。 

そういう説明を加えた上で、最

後の、交通量によって３dB上がる

とか、そういうことを論じないと、

これこそ大きな誤解を招く書き方

だと言わざるを得ないので、これ

は完全に書き直しをお願いする。 

本来、予測手順という形でフロー

図等を入れているのだが、そこにそ

ういった記載をしていなかったの

が誤解を生む内容になっているか

と思う。例えば 8.2-43 ページのと

ころで、予測手順としてフローを入

れているが、こちらで補正等が、作

業手順として当然加えるといった

修正をかけていきたいと思う。 

記載内容として不備、書き込みが

足らないということについては真

摯に反省させていただき、評価書に

向けて修正をさせていただきたい。 

 

騒
音
・
振
動
、
生
物
・
生
態
系 

共
通 

１ 

コメントだが、猛禽類について、

建設工事の音に慣らすといった話

があったと思うが、今ここで建設

工事騒音を予測しているのは地上

1.2ｍである。猛禽類が地上 1.2ｍ

を飛ぶわけはないので、もっと上

を飛んでいる。そうすると、音源か

ら丸見えのところを飛んでいるの

で、10dB以上は大きな騒音にさら

されていると私は理解している。 

だが、それがここに書かれてい

ないで、慣らす騒音がどれくらい

なのか、それも誤解されると思う。

これは私見であるが、そのように

言うのであれば、普通は予測はし

ないが、高さ方向等きちんと予測

したものを示した上で、それに慣

らさせるといった説明をされたほ

うが良いのではないか。 

参考にさせていただきたい。 8/22 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

土
壌
汚
染 

１ 

土対法及び環境確保条例に従っ

て実施されると理解した。土地の

履歴調査で一部有害物質の取扱い

が確認されて、計画地の東側敷地

で農薬希釈作業付近と給油施設付

近、西側敷地で昭和２０年頃の整

備工場等の敷地とされる区域の範

囲に絞り込めているとある。 

東京都の担当部署と相談をした

上で、これから現地調査の計画を

立案されると思うが、土地の履歴

調査の結果について、年代別の航

空写真や土地履歴図があると思う

ので、情報をいただけないか。 

評価書案資料編の中 2.3-1ページ

の土壌汚染の項目で、こちらで調べ

ている地歴の調査結果として、表と

文書として整理し、地図として白図

または航空写真等を掲載している

ので、こちらをご参考いただきた

い。 

8/22 

部会に

て回答 

２ 

地歴調査の結果、選定した調査

対象物質を教えて欲しい。 

評価書案の中の 8.3-5ページに、

地歴調査の結果を踏まえて、汚染の

可能性があると判断した地点もし

くは範囲を、図面に表現している。 

敷地が大きく２つあるが、東側の

敷地、白丸の地点にはゴルフ場のメ

ンテナンス車等で使用する車の給

油施設があるので、こちらの地点を

１つ選定。黒丸の地点は、農薬の取

扱いを主にやっていた場所という

ことで、２か所選定をしている。 

また、西側の敷地の南側、グレー

で塗っている箇所は、地歴の調査か

ら昭和 20 年頃に整備工場として敷

地の範囲が含まれていたので、対象

範囲として選定している。 

対象物質は、東側の敷地の白丸で

塗っている給油施設は、対象をベン

ゼン。黒丸に関しては、農薬の使用

履歴等からチウラムという物質を

選定している。 

西側の敷地の整備工場があった

と思われるところは、どういった物

質が過去に使われていたのかが不

明なので、調査の対象としては全項

目を対象にして調査をしていくこ

とが適当だろう判断している。 

8/22 

部会に

て回答 

３ 

調査は汚染のおそれが多い地

域、汚染のおそれがある地域、汚染

のおそれがない地域として分類さ

れると思うが、物質ごとの範囲に

ついて教えて欲しい。法令に基づ

く調査として実施される範囲の情

報を適切に公開していくことで、

地域の皆様の安心につながると理

解している。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

土
壌
汚
染 

４ 

コメントとして、対象地内に地

下水位の監視井戸を設けると見解

書から読めるので、水位だけでな

く、地下水質をモニタリングして

はいかがか。特に上流側、下流側で

モニタリングできると、事業対象

地の影響も把握できるので、地域

の皆様も安心すると思うので、検

討をお願いする。 

現時点では対象外ということで

考えている。 

調査計画書の段階でも、水質につ

いては現地調査を実施していない

ということもあり、現時点では考え

ていない。 

8/22 

部会に

て回答 

５ 

土壌汚染対策法ではＰＦＯＳ、

ＰＦＯＡ等は対象外ということ

で、今回の地歴調査等の対象に

なっていないが、泡消火剤や、もし

くは何か大規模な消火の事例が

あった等、そういったＰＦＯＳの

汚染が疑われるような履歴という

のも確認されていないということ

でよろしいか。 

御認識いただいているとおりで、

そういった経過については確認で

きていない。 

8/22 

部会に

て回答 

 

対象地におけるＰＦＯＳの汚染

のおそれというのは、ほかの土壌

汚染の物質、今回対象としている

もの以外と同様に高い状態ではな

いと理解した。（コメント） 

  

地
盤
、
水
循
環 

共
通 

１ 

深層地下水について、地下水の

揚水はしないとし、深層地下水の

直接的な影響は考えにくいという

説明は妥当である。ただ、資料１で

昭島市長からの意見として、水道

水源も含めた深井戸への影響はモ

ニタリングしないのかとあった

が、それについてはいかがか。 

深井戸に関しては、現時点で調査

をするつもりはない。 

浅井戸に関しては、今回計画地の

外周で観測井戸を設けているので、

工事中と、完了後１年程度は経過を

見ていくことを考えている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

敷地内に深井戸が何本かあっ

て、今回もこの事業では使わない

というが、本当に何も使わないの

か。そのままにしてしまうか。 

やめる場合は昭島市に廃止届を

出さなければいけないと思う。現

状、私どもで管理をしておらず、現

在使っている事業者から引渡しを

受けるので、その時点でどうするか

は、まだ決まっていない。 

７/25 

部会に

て回答 



10 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

地
盤
、
水
循
環 

共
通 

１
（
続
き
） 

井戸をクローズするのも一つの

選択だが、深層地下水の環境につ

いて、水位を観測して昭島市に報

告する、もしくは、防災用の井戸と

して活用するといった地域貢献も

あり得る。 

基本的には、深層地下水への影

響は今回の工事の深度からすると

考えにくいが、8.4-16ページに示

した帯水層区分は、昭島の地盤沈

下観測井での話で、全く同じ地質

が周囲にずっとつながっているわ

けではない。だからこそ、ボーリン

グ調査をして、地域の地質をきち

んと把握していると思う。浅層地

下水と深層地下水を分ける難透水

層が、ずっと同じ層厚で分布する

のではなく、連続性が悪い、層厚が

薄いということもあり得る。 

  

事業者の説明で、深層地下水に

影響はないというのは、それはそ

うだが、相当不確実性もあると思

う。例えば地質の連続性や、工事で

予期しないことがあるなど。 

水質ではなくて、まず水位のモ

ニタリングを行い、地下水の量や

流況に対して工事が影響を与える

のかどうか。水位を観測できるよ

うであれば、例えば昭島市と相談

の上、測定等の活用はあるのでは

ないか。 

不確実性もあり、昭島市は深層

地下水がとても大事だという背景

があって、昭島市長、地元からも検

討してほしいとお願いされてい

て、観測できそうな施設があると

いう条件があるので、ぜひ御検討

いただきたいと思う。モニタリン

グして、確かに予測どおり影響は

なかったんだということをしっか

りと科学的に、データで示してい

ただければ、それは一番の証明だ

と思う。 

深井戸は、今はホテルにあると思

うが、現状の深井戸がどういう形状

になっていて、どういう使い方がで

きるのかというのは、現時点で知識

がないので、それは検討させていた

だきたい。 

解体等をするときにそもそも残

せるのか、そういった点もあると思

うので、多角的にみていいやり方が

あれば、そこは検討すべき内容だと

思うので、検討させていただきた

い。 

 

8/22 

部会に

て回答 



11 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

地
盤
、
水
循
環 

共
通 

２ 

浅層地下水について、掘削深度

や構造物の設置深度が地下水面よ

り浅いから浅層地下水には影響し

ないと説明しているが、その深度

での揚水や構造物、掘削だけでは

なく、表面からの雨水浸透のプロ

セスが変われば、当然浅層地下水

面の高さに影響する。 

地下水涵養量が変わると説明が

あったので、浅層地下水に影響を

与えることは十分にあり得る。掘

削深度が地下水面より浅いから浅

層地下水に影響を与えないとの考

えは改めたほうがよい。 

その上で、周辺の湧水や井戸の

状況を 8.4-22 ページに書いてい

るが、青い丸が浅井戸か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青い丸は災害用の井戸になるの

で、浅い井戸かと言われると一概に

そうとは言い切れない。 

７/25 

部会に

て回答 

 

周辺の井戸は、雑用水の利用を

含めて、災害用井戸や企業の井戸

だけではなくて、一般家庭用の井

戸はないのか。周りの方への聴き

取りはしているのか。 

一般の御家庭で使われている井

戸について、今のところ資料では確

認できていない。 

聴き取りなどはしていない。 

 

周辺の方に聞く、昭島市役所に

相談するなどはしたほうがいい。 

調査計画書でも、この地域は地

下水への関心が高く、湧水や井戸

もあるから、きちんと見るようお

願いしたと思うので、慎重な対応

をしていただきたい。 

承知した。 

 

３ 

表面の被覆形態が大きく変化す

るため、雨水浸透施設が地域の水

循環への影響を低減するというこ

とで非常に重要になる。 

委員としても非常に関心を持っ

ているが、雨水浸透施設の設置状

況が全く書いていない。どこにど

ういったものをどれぐらいの規模

で設置するかについて見通しがあ

れば教えて欲しい。 

具体的な絵は、今検討している。

１か所に大きなものということで

はなく、各棟の建物回りや、道路に

浸透施設を分散させて整備してい

くことを検討している。大きさもそ

れぞれになる。 

先ほど浸透のプロセスが変化す

ると浅層地下水に影響があるとい

う認識は持ちつつ、なるべく分散さ

せて浸透施設を整備していくこと

によって、今回の計画地全域で一定

量しっかり浸透させていくという

考えを持って動いている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

 



12 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

地
盤
、
水
循
環 

共
通 

３
（
続
き
） 

 計画段階で難しいと思うが、こ

の地域の地下水面の形状、分布、地

下水の現況を把握した上で設置し

てもらいたい。地下水への影響を

考えた場合に、それぞれの高さの

関係で地下水の流れが変わるの

で、流れも意識して設置してもら

いたい。 

 具体的には、地下水面の高さを

8.4-25ページで報告しているが、

この高さだけではなくて、地下水

位等高線図をつくり、それを踏ま

えて設置したということを示して

もらいたい。 

 例えば、昭島市の報告書で北西

から南東方向に地下水が流れてい

るが、これが本当にこの方向でい

いのか、もっと細かく見ると違う

のか。地下水は低いほうへ流れる

から、特に気をつけなければいけ

ないところは、下手側になる。そう

いったことを踏まえてやったほう

がいい。 

承知した。実際に地下水の水位を

見ていくと、昭島市でまとめている

浅層地下水の流れ、北西から南東へ

流れる、そういった地下水の高さが

見えてきているので、先生のおっ

しゃった内容についてはしっかり

資料としてまとめていきたいと思

う。 

 

現段階では、施設の配置や規模

について明らかにできないという

ことだが、どの時点で示していた

だける見込みなのかを教えていた

だきたい。 

 

 

雨水浸透施設については、可能

であれは、評価書の中に盛り込ん

でいただくか、この場で示してい

ただいて、それについて妥当で

あったのかというのを事後調査で

見ていただくのがアセスメントの

中ではとてもいいのではないかと

思うので、ぜひ御検討いただきた

い。 

浸透施設の規模的、設計条件や、

実際の具体の設計内容については、

今まさに進めているところで、確定

のものではないが、進捗状況を再度

確認の上、この場でお出しできるか

どうかも含めて、検討させていただ

きたい。 

8/22 

部会に

て回答 



13 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

地
盤
、
水
循
環 

共
通 

４ 

今のところは過去のデータに基

づいて降水時のピークを考えてい

るが、昨今の集中豪雨的なもので

考えるとこれからの時代はそれで

は対応できなくなっていき、浸透

ますをつくるにしてもかなり大き

なものをつくっていかなければ対

応していけないのではないかとい

う危惧を持っている。これから計

画をつくるので、いろいろと検討

してもらいたい。 

当然、昭島市としっかり協議、対

応を考えながら、計画を立てて設計

をしていければと考えている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

５ 

 表面流出量について、ピークの

ときの表面流出量を計算し、その

あとで数値を具体的に書いて、表

面流出量が増えるという説明だ

が、これはあくまでも計画した降

水量に対する表面流出量なので、

そこはきちんと書いたほうが誤解

を招かなくていいと思う。 

 計画している降水量は、特に気

をつけなければいけないような非

常に大きい降水量であることをき

ちんと書いたほうがいい。（コメン

ト） 

  

６ 

調査計画書ではデータセンター

の冷却に水を使うという説明で、

水は蒸発を想定していた。 

今回、計画変更で、水は使わず、

空冷にするということだが、蒸発

では水の相変化で、潜熱なので、周

りへの熱の影響は少ないと思う。

空冷だと周りに熱を放出するが、

どの程度影響があるのか。 

データセンターの熱量自体が分

からないので、見通しを教えても

らいたい。 

地下水の影響を懸念して、深い

ところの水は使わないということ

が、ほかの環境の悪化につながっ

てしまっては、トレードオフの関

係になってしまっては問題だ。 

熱に関しては、心配点として認識

しており、ＣＦＤで検証している風

と併せて熱の収支も検証している。 

その際に、設備関係からどれくら

いの熱量が出るのか設定をして、一

定の条件下での検証をしているが、

今のゴルフ場としての状態と、計画

地が成立して、建物ができ設備が動

いている状態とで、熱収支、地表面

での熱の感じは、ほぼ変わりはな

い、若干変わるところは当然、設備

ができ上がるのであるのだが、大き

な熱の変化というものまでは検証

されなかった。説明会等で地元の方

からも質問をいただいて、同じ回答

をしている。 

７/25 

部会に

て回答 

 



14 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

地
盤
、
水
循
環 

共
通 

６
（
続
き
） 

シミュレーションの結果を元に

していると思うが「地表面での熱

の感じは、ほぼ変わりはない」と御

説明いただいているのは違和感が

あった。地表面の被覆形態が相当

変わるので、一般的な感覚からし

ても、芝生の上と舗装の上では熱

の感じは大きく変わってくると思

う。「ほぼ変わりはない」という説

明の根拠のようなものがあれば教

えていただきたい。 

敷地内であれば当然、芝から人工

物に変わるので、熱の収支、表面上

の話としては完全に変わるという

のは、おっしゃる通りだと思う。 

今回ＣＦＤで検討しているのは、

計画地の外側の、一般の方が体感さ

れる環境としてどうなのかを、風の

シミュレーションと併せて行って

おり、そこに関しては、温度的な条

件を与えて検討したが、さほど大き

な変化は見られなかった。敷地内で

はなく、敷地外としての話で御認識

いただければと思う。 

8/22 

部会に

て回答 

熱のシミュレーションについて

は、データセンターからの排熱を

当然考慮してということか。 

表面上の変化も含めて、熱、デー

タセンターからの排熱も含めて、物

流倉庫もそうだが、想定し得る範囲

のものを含めた中で、温度変化を検

討した。 

水
循
環 

１ 

今回、散水などもするというこ

とでヒートアイランドの緩和とい

うことだが、上水を利用されると

いうことで、どれくらいの上水の

量になるのか。昭島市と調整して

いると思うが、上水をつくるのに

もエネルギー、ＣＯ２を出している

ので、例えば雨水の利用とか、地下

水の利用とか、上水を使わない方

法はあるのではないか。 

現時点では上水を使って、施設に

必要な水を賄うことを計画してお

り、量については、昭島市の水道局

と協議をしていて、エリアでの将来

的な見込みも含めて、使える総量が

決まっているので、その範疇で施設

の運用をやっていきたいと思って

いる。 

水量等については、現時点で具体

的な計画を書いていないが、我々が

事業をすることで周りの水が足り

なくなるとか、そういったことがな

いように、上限については厳しくお

話もいただいているので、そこをき

ちんと守って使っていく。 

8/22 

部会に

て回答 



15 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

生
物
・
生
態
系 

１ 

評価書案 8.6-105 ページで、ア

ニマルパスを整備して、大幅な土

地利用改変に対する動物群集の保

全に寄与するようなことが書かれ

ているが、代官山緑地とその北側

の森をつなぐ道路が横断してしま

うので、そこにアニマルパスを設

置すると思うが、これが何本で、ど

のぐらいで、何を想定しているの

か、説明をお願いする。 

アニマルパスについて、施設配置

図の中央に薄い緑で代官山緑地が

あり、その北側に公園、濃い緑の部

分がある。間に道路が通り、アニマ

ルパスは、薄い緑の代官山緑地と濃

い緑の間、道路の下を通すトンネル

を整備しようと検討を進めている。 

 詳細な検討図はまだでき上がっ

ていないが、代官山緑地は計画地の

外側で改変が難しいこともあり、策

を練っている。 

 濃い緑の公園のところは、今のゴ

ルフ場の地形、緑地、緑、樹木といっ

たものを残しつつ、更に追加して、

計画地内にある比較的良好な樹木

は移植をし、低木類は新植していく

ような形で、緑地環境として充実化

を図っていくことを考えている。 

 アニマルパスに関しても、入口、

出口のところは、そういった緑地を

整備することによって、生き物に対

して、姿を隠していけるような環境

もつくって整備をしていきたい。 

７/25 

部会に

て回答 

 

 

アニマルパスだが、代官山緑地

と北側の森を分断する道路がロー

ドキルの原因になるという懸念か

らだと思うが、例えば、この道路だ

けを夜間使わないとか、生き物、例

えばタヌキだと夕方日が暮れた直

後あたりがすごく活発に活動する

時間なので、例えば午後６時から

10時まで道路を使わないとか、そ

ういったロードキルを防ぐような

対策は計画されているのか。 

道路については、最終的には公道

として市に移管をしていく形に

なっている。そういった中で、その

時間帯だけ閉鎖をするということ

については、現状考えていない。 

２ 

8.6-122ページに「自然環境に配

慮した池を創造することから、生

息環境の回復が見込まれる」と書

かれているが、今画面に出ている

代官山緑地の北側の森林の丸いと

ころかと想像しているが、これは

何の生き物の生息環境の回復のた

めに、どのぐらいの大きさで、どう

いう池ができるのかをお伺いした

い。 

池について、質問があった場所が

濃い緑の中の丸くなっている部分

かと思うが、現時点で考えているの

はそこではなく、地域貢献棟、代官

山緑地の南側である。 

こちらの修景として、具体的な池

の形状、深さ、どういうような見せ

方をしていくのかはまだ確定して

いないが、南側の方に整備していく

ことを考えている。 

池は、注目される両生類として、

カエル類が計画地の中、周辺でも確

認されているので、それらを対象に

した池になればと考えている。 

７/25 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

生
物
・
生
態
系 

２
（
続
き
） 

両生類を保全する池ということ

でいいと思うが、カエルなど両生

類が動く範囲を考えると、玉川上

水に近いほうがいろいろな生き物

との関わりとして池があってもい

いのかと思った。しかし、地域貢献

棟のほうに池ができるということ

で、それについても事後調査で

しっかりと、池の存在の意義や、

ロードキルはどれぐらいアニマル

パスで防げたかなどの詳細なデー

タを出して、有効性について確認

して頂きたい。次の別の計画がで

きたときに、ロードキルをどれだ

けアニマルパスが防いだのかと

いった様な実績がとても大事だと

思うので、ぜひ事後調査について

も検討いただければと思う。 

事後調査に関してもしっかり対

応していきたいと思う。今後取れる

だろうデータが有効性を持って別

の事業とかでうまく使えるような

データになるように、しっかり対応

していきたい。 

３ 

8.6-12ページに緑の量の変化の

程度が書かれている。この計画は

土地利用を大幅に改変して、緑の

量が減るわけだが、都民からの意

見書の回答を見ると、「緑の面積が

最終的には 20.6％保たれるから」

という説明がされていて、緑の質

に対する回答が見当たらない。緑

があればいいというわけでもない

と思う。 

緑の質について、どういう植物

を植えるつもりなのか、どういう

生き物を担保するために、どうい

う植生を保つと考えているのかを

伺う。 

緑地に関して、特に北側の玉川上

水沿いは、緑地、樹木としても、基

本的には残していく考えである。 

新たに整備する緑地に関しても、

ゴルフ場内で良好と思われる樹木

は、可能な範囲で移植を行い、かな

り高木になるが、そういった樹木を

移植することによって、現状の緑の

環境をなるべく維持していけるよ

うに、緑地の整備をしていきたい。 

整備した緑地をしっかり担保し

ていかなければ、生物に対しても配

慮にならないので、新植するときに

は地域の地域在来種を選定してい

きたい。それらをしっかり維持管理

していくことによって、今回の事業

の建物等が全部でき上がったあと

に、緑地に生物が戻ってこられるよ

うな環境を整備していきたい。 

７/25 

部会に

て回答 

 



17 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

生
物
・
生
態
系 

４ 

評価書案 8.6-58 のオオタカの

営巣中心域の図にあるように、代

官山緑地の西側の緑地にも幼鳥が

入っていたり、オオタカの営巣関

係では非常に重要な地域だと考え

られる。本計画では、この代官山緑

地の西側の緑地は物流施設の建設

予定地となっており、ほぼ全部の

木が伐採されるだろう。 

オオタカは非常に重要な種なの

で、保全対策は十分にしていただ

きたいが、評価書案の 8.6-105

ページの鳥類のところには、オオ

タカについての記述がない。なぜ

ここには記述がないのか。 

オオタカに関しては、8.6-110

ページで特化して書いている関係

もあり、8.6-105 ページは一般鳥類

という認識のもと予測結果の内容

についての記述を整理している。 

御指摘いただいた内容を踏まえ

て、評価書の段階でこちらにもオオ

タカについての記述を書いておい

たほうがいいということであれば、

評価書において改めていきたい。 

8/22 

部会に

て回答 

 

５ 

8.6-110ページで「代官山緑地を

中心として営巣しているオオタカ

をなるべく刺激しないように工事

をします」と書かれているが、「遠

くから工事を開始して、だんだん

オオタカに慣らさせていく」と

いったことも記述されている。 

オオタカを工事に慣れさせると

いうが、オオタカが本当に工事に

慣れていくのか、例えば多分オオ

タカは、工事に対して、どこかに回

避していなくなるのだと思うが、

それが本当にまた帰ってくるかと

いう事後調査が非常に重要だと思

う。 

このような方法は前例があるか

伺いたい。 

例えば昭和記念公園の西側で開

発が過去に行われていて、長期にわ

たってモニタリングがされていた

案件があったかと思う。そちらも敷

地内にオオタカが営巣していたか

と思うが、工事もしつつ、モニタリ

ングも並行して行いながら、営巣し

続けている状態で施設が完成した

というような経過があったかと思

うので、そういった経過を参考にし

ながら、工事を進めていきたい。 

また、代官山緑地の東側に老人

ホーム等の建物が既に建っている

が、当時オオタカが代官山緑地の中

に営巣していて、工事中もある程度

配慮を行い、その後も営巣は継続し

たという状況があった。我々の所有

の前の話だが、そういった事例が

あったことを補足したい。 

8/22 

部会に

て回答 

 

６ 

オオタカについて、工事完了後

の事後調査とモニタリングをどの

ように実施していくかと、それに

対して保全にどう取り組むかにつ

いては、記述が少ないのではない

か。 

 

評価書案の中では、御指摘のとお

り、詳細に記述していない。 

現地調査は、月のうち３日間連続

で行い、猛禽類の保護の進め方等を

参考にしながら行った。工事中、施

設完了後１年目、もしくは、確認状

況次第ではあるが、少なくとも工事

期間中はオオタカの営巣状況等に

ついては同じような形で調査を進

めていきたいと思っている。 

具体的な調査の方法は、評価書を

出すタイミングとほぼ同時期にな

ると思うが、事後調査計画書で公表

することになると思う。 

8/22 

部会に

て回答 

 



18 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

生
物
・
生
態
系
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

共
通 

１ 

道路を挟んでではあるが、代官

山緑地の北側は割と大きな緑地を

残して保全をすると言っている

が、例えば 8.12-28 ページの図だ

と、かなり歩道が整備されて、人が

多く入ることができるようになっ

ており、生物の保全をやりたいの

か、自然との触れ合いの場を重点

にしたいのかが分からない。 

生物の保全のほうを重点にする

のか、自然との触れ合いの場を重

点に置くのかをきちんと考えて、

両方にいい顔をしないで、きちん

とゾーニングをすべきだと思う。

どのように考えているのか。 

自然との触れ合いの場と、自然保

護をしていこうとしている代官山

緑地、２つが接しているような場面

だが、そのあたりはもう少し、歩道

の位置関係も含めて考えていくと

ころもあるかと思う。 

ただ、現状の代官山緑地の北側

は、現時点では閉鎖しているが、ゴ

ルフ場であり、おそらく 100名とか

200 名の人が常に歩いているような

場面だったので、そういった観点か

らすると、そんなに大きな環境の変

化はないかと思う。 

周りの地域の状況から考えても、

遠くからものすごく人が集まって

くるような歩道ではなく、近隣の皆

様が散歩として使うような公園に

なるかと思うので、そういったとこ

ろがうまく両立していけるような

空間を整備していくべきかと考え

ている。 

8/22 

部会に

て回答 

 



19 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

生
物
・
生
態
系
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

共
通 

１
（
続
き
） 

評価書案の 8.12-28 ページを見

ると、西側にある上水公園から遊

歩道が入って、人が敷地内に入れ

るように見える。ゴルフ場だった

ときは、ゴルフをする人しか歩い

ていなかったと思うが、上水公園、

または、地域貢献棟から人が敷地

内に自由に入れるようになったと

きに、どれぐらいここを歩くのか、

ゴルフ場だった頃は全然違うと思

う。 

人がどのように入って利用する

のか、事後調査は非常に重要だと

思うし、代官山緑地の北側にアニ

マルパスを通してアナグマを守る

とか、いろいろな生物保全の地と

しても使おうというのなら、やは

りしっかりとゾーニングするな

り、人がここからは入れないよう

にするなり、保全区域みたいなも

のを設けるのか、設けないのかと

いった計画を立てないと、この評

価書案の内容がいろいろなところ

にいいことを言っているとしか思

えないので、この辺をきちんとし

ていただきたいと思う。 

私個人の意見で科学的根拠はな

いが、ゴルフ場で芝一面だったか

ら自然がないかというと、決して

そうではなく、ゴルフ場の片隅だ

からこそ守られている植物や生き

物というのは必ずいると思う。今

回、大幅な改変をすることで、そう

いう小さな生き物たちを全滅させ

てしまう可能性もある。 

前の土地がゴルフ場だったから

というのは全く理由にならず、こ

れからどういう自然保護に対する

保全措置を取っていくかという、

自然への意気込みみたいなものを

きちんとしていただきたい。（コメ

ント） 

  



20 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

生
物
・
生
態
系
、
廃
棄
物 

共
通 

１ 

廃棄物の伐採樹木量や移植、植

樹に関する意見がたくさん出てい

るが、そこを定量的に示さないと、

都民の皆さんも本当にこれが担保

できるのだろうかと不安になると

思う。 

6-14 から 17 ページあたりに緑

化計画が書いてあるが、通常そこ

に都市計画の求められる緑化率が

あって、それに対して計画の中で

「それ以上確保する」という書き

方をするのだと思うが、この評価

書案では、最後まで読んでやっと

「20.6％確保する」というのが出

てきて分かりにくい。 

評価書のときは、できるだけ数

量的に、「何本倒して、その代わり

にこれだけ移植する」などという

説明のほうが分かりやすいので、

書き方を工夫すれば、都民の皆さ

んも納得するのではないかと思

う。 

どれだけ緑を残していくのかを、

評価書の中での早いところ、事業計

画のところでしっかり書き込むと

いうことで対応を考えていきたい。 

ごみの量に関して、伐採本数に関

しては、まだ今後検討という形で見

解書でも書いている。 

今回、廃棄物の量として出してい

るのが、緑の構成上、一定規模の中

にどれくらいの樹木があるのかと

いうところは、調査の中で把握して

いるので、それを面積的に整理した

中で、改変される部分の面積がどれ

くらいか、それに対してどれくらい

の樹木の量になってくるのかを、計

算しており、一本一本、どれくらい

でというところまでは計算してい

ない。 

７/25 

部会に

て回答 

 

改変面積に対して樹木の高さを

掛けて、伐採樹木量を算出される

というのは理解したが、やはり一

般の市民にすると、「何本切って、

どのぐらいの廃棄物量が出てくる

のか」という説明のほうが分かり

やすい。アセス図書というのは住

民の方に分かりやすく説明すると

いう趣旨のものなので、分かりや

すいように書けば、こんなに意見

が出てこないかなと思う。 

できる範囲で対応していきたい

と思う。 

７/25 

部会に

て回答 

 

日
影 １ 

評価書案 8.7-31、32ページに、

日影法規制図を示しているのが、

8.7-32ページから先は、建物単体

ごとに出している。一方で、8.7-31

ページ等、それ以前の全体の日影

図などは、複数の建物を合算した

図としている。 

この 8.7-32 ページは一緒に建

物をつくるのであれば、複数の建

物を合算したもので示すべきでは

ないのか。 

8.7-31ページ目以降に関しては、

建物単体で、法規制として守れてい

るかを確認している図面であり、平

均地盤面から＋４ｍで日影の線を

書き、法的なチェックをしている。 

それ以前の 8.7-19から 30ページ

までは、平均地盤面±０ｍで、敷地

があまりにも広いので、西側と東側

の敷地に分けて、それぞれの敷地ご

との単体で、複合日影という形で予

測評価、日影線を書いている。 

冬至日の時刻別、等時間日影図、

それと、そのほかの季節ということ

で、春秋分と夏至についても、掲載

している。 

７/25 

部会に

て回答 



21 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

日
影 

１
（
続
き
） 

１つずつの建物が合算されて周

辺の建物などに日影がかかるの

で、一般的にはまとめて複数の建

物を１つの事業体が確認申請を取

るときには、それらを合わせた状

態で確認申請を取っていると思っ

たが、今回の 32ページのような単

体でやって法規制をクリアすると

いう意味か。 

その通りである。 

ただ、8.7-31ページは、データセ

ンターの１から４をまとめて日影

の線を書いているが、こちらは、１

つの敷地の中で、一団地という形で

一まとめで書いている。そういった

観点で、この図面に関しては、４棟

まとめての日影図となっている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

法律上クリアしても、まとめて

の開発で、周辺の住宅地などに日

影がかかっているので、個別にク

リアというのではなくて、全部ま

とめた上で、この団地はどれくら

い周りに日影を排出しているか示

すのが誠実かと思うが、その辺の

配慮を検討していただきたい。 

前のページの西、東でそれぞれ

やったもので見ると、おおむねク

リアしているのではないかと思う

が、これらと細かく比較すると大

分違うということも、周りの方に

あらぬ誤解を招くかもしれないの

で、その辺を配慮してはと思う。 

承知した。 ７/25 

部会に

て回答 

 

風
環
境 

１ 

都民の方の意見からも多少風環

境についての不安が出ている。評

価書案では、建設前後でランク２

が維持されるものが若干ある程度

で、ほとんどランク１で、数字上で

はあまり問題はないように思える

が、計算などのシミュレーション

の状況を教えていただきたい。 

計算において、「防球ネットは含

めない」と書いている。ゴルフ場横

の球が飛んでいかないようにする

ものだと思う。当然、ネットも目が

細かければ防風効果はあるし、粗

ければあまりない。計算に入れな

かった根拠として、どんなネット

だったか、補足していただきたい。 

防球ネットに関しては、ゴルフ場

稼働時に整備されている、外に飛び

出て行かないように配慮されてい

るネットなので、それなりに目の細

かいものである。 

解析上見込まなかったのは、ＣＦ

Ｄの再現上難しかったというのが

正直なところではあるが、現状のゴ

ルフ場閉鎖の段階において、防球

ネットは安全上の観点から取り外

し、支柱だけが建っている状況であ

り、その現状を再現することを目途

に置いて解析を行い、安全を見る形

で再現している。 

8/22 

部会に

て回答 



22 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

風
環
境 

２ 

残存樹木をモデル化して計算に

入れ、移設の樹木はまだ入れてい

ないから、それが入ったらさらに

風は減るだろう、といった回答も

しているが、残存の扱いのところ、

評価書案の 8.9-23にある、緑色の

ものがそれだと思うが、これで

フィックスしているものなのか。 

また、移設後に、あちらこちらに

植えることになるが、それは事後

調査を見た上で、ここに植えたら

防風効果になるといった配慮をす

るのか。完成後の事後調査はどん

なところで取るかといったことも

含めて、教えていただきたい。 

評価書案 8.9-23 ページ、図 8.9-

11で緑の丸で示しているのが、解析

上残している樹木となっており、ま

だ検討を継続中で、これ以上に残せ

るものも当然出てくると思うが、敷

地の境界沿いでほぼ確実に残せる

と思われるものに関して、残した状

態で解析を行った。 

また、今後、移植等で増えていく

ものについては、現状で解析してい

る以上に防風効果が得られるもの

と認識しており、解析結果として、

現状と将来の風環境の変化はあま

り大きく見られなかったので、実際

に事業が行われたときは、より風環

境としては効果のある環境が形成

されていくものと判断している。 

8/22 

部会に

て回答 

 

３ 

ランクの説明なども、年間を通

しての最大瞬間風速の累積頻度の

ような、実感として分かりづらい

ところもあるので、周辺住民の

方々に説明する機会があれば、数

字の実感と対応する意味で、クリ

アしているからいいではなく、肌

体験として伝わるような説明など

も工夫していただきたい。 

説明する機会もまたあるかもし

れないが、評価書においてより分か

りやすい図書となるような努力は

していきたい。 

8/22 

部会に

て回答 

 



23 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観 １ 

非常に多くの意見の中に、景観

も多々指摘があり、特に物流施設

Ｌ-１が、巨大なマスとしてドンと

シミュレーションなどに出ている

が、このファサードの色彩などは、

いろいろな条例に従う、検討する

という程度しか書かれていない。 

現状では仕方ない部分があると

思うが、この部分が単純に色彩の

ガイドラインに合ったものがベタ

塗りになったら、ルールに従って

いてもかなり存在感が強烈になる

と思う。 

評価書案にも意匠も含めて検討

するとあったので、配慮を期待し

ているが、デザインについて、具体

的にいろいろなプランを出して、

周辺の方々と検討するなど、周辺

の方々にとって「これぐらいだっ

たら許容できる」というような、そ

ういう意匠をひねり出すような計

画などを考えていればいいと思っ

たが、いかがか。 

意匠に関しては、まさに計画を、

詳細に詰めているところである。 

当然、行政機関にも相談して、確

認してもらうこともあるので、その

中ではしっかり対応していきたい

と思っている。 

また、色彩に関しても同様で、奇

抜な色を使うつもりはないので、地

域に溶け込む、なるべくなじむよう

な色の選定をしていきたいと思っ

ている。 

今検討を進めているところで、ま

だ確定しているものではないが、

しっかり対応をしていきたいと考

えている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

色彩は単に色だけ選べばよいの

ではなくて、実際のファサードに

塗って、ある光のもとで周りと対

比を見ながら初めて、それが奇抜

なのか、許容できるのかが決まっ

ていくので、周辺の緑化と合わせ

て、できるだけ現実の出来上がり

を想定して検討を進めてもらいた

い。 

承知した。 



24 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観
、
史
跡
・
文
化
財
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

共
通 

１ 

景観、自然との触れ合い活動の

場は、玉川上水と非常に密接な関

係があり、史跡・文化財、景観、自

然との触れ合い活動の場について

は、その３つをうまく調和させる

ような方向性での考えを持っても

らいたいと思うので、その辺の見

解を伺いたい。 

景観、文化財、自然との触れ合い

活動の場の関連だが、特に玉川上水

沿いに関しては、計画地内の樹木

は、基本的には残存、地形もいじら

ず残存させていくことによって、玉

川上水とつながっている箇所に対

しての配慮はしっかり対応してい

きたい。 

そういった観点でも、北側からの

景観、見え方に関しても、それら樹

木が残ることによって、一定の配慮

はできていると考えている。 

自然との触れ合いの観点だと、残

していく緑地、樹木をうまく活用し

ながら、周辺の皆様に開放していく

散策路を整備していくので、玉川上

水北側にしか緑道は整備されてい

ないが、計画地側にも散策路をつく

ることによって、両側も使えるよう

な形で、歩きながら自然を感じても

らえるような空間をしっかり整備

していきたい。 

７/25 

部会に

て回答 

 

史
跡
・
文
化
財 

１ 

確認も含めてだが、史跡・埋蔵文

化財関係で、昭島市教育委員会と

の連携が取れているか。 

今後しっかり対応をしていきた

い。各種、昭島市とはいろいろ話し

合いをしているところで、この点に

ついても同様と思っている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

２ 

ここは史跡玉川上水のことが非

常に重要である。玉川上水の範囲

については大丈夫だということで

先ほど説明があったが、それはそ

の景観も含めてきちんと対応する

ということを、まず姿勢として確

認しておきたい。 

玉川上水の範囲、特に改変するこ

とはないと説明したが、もちろんそ

のつもりでしっかり対応していき

たい。今後、施工業者が決まってく

るが、その業者に対してもしっかり

とレクチャーした上で、無用な立入

や改変とか、そういうことがないよ

うに、しっかり監督していくことに

なろうかと思っている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

 

３ 

都民の意見等で疑問が出ていた

ので、私からも確認したいが、彫刻

園のほうはどうなるのか。 

それから、フォレストイン昭和

館の今後の扱いについて。 

既に書いてあるのかもしれない

が、皆さんの声にもあるので史跡・

文化財として質問する。 

 

武藤順九先生の彫刻園が現在、代

官山緑地の中で運営をされている。

基本的にそのまま継続をしていく

ことで、検討している。工事中はど

うしていくかなどは、武藤順九先生

も含めて検討していく。 

フォレストイン昭和館は、運営は

私どもではないが、営業は来年の１

月末までとホームページ等で公表

されている。 

７/25 

部会に

て回答 

 



25 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

史
跡
・
文
化
財 

４ 

史跡玉川上水は、江戸時代に開

削されて、武蔵野の田畑を潤す用

水として分配され、江戸城の泉水、

江戸の市民たちの上水となってい

る。東京都の東半分の区部だけで

はなく、西側の市域の発展にも、産

業、生活、文化に大変重要なキーを

果たしている。当然ながら、史跡そ

のものと一緒に、周囲の景観保全

というものも問われている。 

自然勾配、自然流下で分配され

たこの技術は、エネルギー負荷が

非常に少ない水道技術として、現

代のエネルギー問題を考える上で

も非常に重要だろう。 

こちらを後世にどうやって受け

継いでいくのか。工事中について

もどういった配慮がなされるのか

伺いたい。 

計画において玉川上水を触るこ

とはなく、今回、玉川上水の南側の

部分は、一皮現状の地盤のレベルや

樹木を極力残したような形にして

いく。 

加えて、建物自体も数十ｍ玉川上

水からセットバックをしており、例

えば重機等が通る場合も、きちんと

離隔を取ってやっていき、直接的

に、例えば土砂をその中に落として

しまうとか、そういったことが一切

ないような工事計画を、施工会社と

きちんと話合いをした上で対応し

ていきたい。影響がないようにきち

んと工事をしていくということで

御理解いただければと思う。 

 

8/22 

部会に

て回答 

 

それは検討ではなく、担保する

というような理解でいいのか。 

当然そのようにしていく。玉川上

水や隣地なども含み、影響がないよ

うに工事をしていく。 

廃
棄
物 

１ 

評価書案 8.13-25 ページの表

8.13-31に関して、供用時の廃棄物

の再資源化等の計算をしている

が、本事業の再資源化等率目標値

が、一廃だと 37.1％、産廃だと

36.4％という数値が入っている。 

8.13-24ページを見ると、一廃は

段ボールがほとんどを占めてい

て、産廃に関しては廃プラが一番

多いと受け取れるので、この辺の

再資源化の考え方をどのように考

えて目標値を設定されたのかを教

えていただきたい。 

今回の事業では、物流倉庫もしく

はデータセンターの建物を整備し、

入居企業に貸す形を取っている。 

入居企業でごみの処理などは

個々にやるので、一概に企業努力で

の統一的な数字が見出しにくいと

いう背景がある。 

そこで、評価書案 8.13-9、10ペー

ジに、東京都、昭島市の将来推計と

しての目標値が資料としてあり、そ

ちらは最低限守ろうという観点で

目標値として採用している。 

各テナント企業に対して、入居す

るときに施設管理者、事業者として

は、極力再資源化に努めてほしい

と、お願いベースになるが、しなが

ら、しっかりと対応してもらえるよ

う、確認等は個々にやっていくこと

で対応していきたいと考えている。 

8/22 

部会に

て回答 

 



26 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

廃
棄
物 

１
（
続
き
） 

現状は一廃の場合、20％とか

30％ぐらいが資源化率としては標

準値だが、段ボールがメインなの

で、それに関してはもう少し高い

目標値を持ってもいいのではない

か。また、産廃の廃プラに関して、

プラスチック資源循環促進法が新

しくできたので、法律の趣旨も踏

まえ、資源化はもう少し高い目標

値を持ってもいいのではないかと

思う。評価書でもう少し見直しを

していただけないか。 

御指摘の資料等を再度確認させ

ていただきながら、見直しのほうは

確認の上進めていきたいと思う。 

8/22 

部会に

て回答 

温
室
効
果
ガ
ス 

１ 

ＰＵＥ1.4以下となっているが、

省エネ法で2030年 1.4というのが

決まっているので、省エネ法は充

足するのだろう。 

しかし、ＧＬＰの本拠地である

シンガポールだと、今 1.3 以上の

ものは建てられないとことになっ

ており、世界基準で見ると、今日本

の基準が遅れている状況にもあ

る。 

省エネ法上の計画提出も、全体

の建物としての省エネ基準とエネ

ルギー基準等はＧＬＰ社が報告す

るが、あとの部分はテナントの側

で報告するため、対応できるとこ

ろに限りがあと思うが、非常に大

きい企業で、新しい価値を波及し

ていくだけの力があるところだと

思うので、例えばテナントを選定

するときにも、より機器の効率性

に配慮したところにする、物流施

設に関してもＥＶをある程度導入

するようなところにする等、影響

力で規範を波及していくという役

割も果たしてもらいたいというの

もあって、ＰＵＥは低めに考えて

いただきたい。もう少し下げても

らえるのか伺いたい。 

 

データセンターは、世界的に見

ても、エネルギー消費量が最も拡

大している分野なので、これから

脱炭素といったときに規制しなく

てはいけないが、需要もあって難

しい。 

ＰＵＥについては、ＧＬＰの中で

も各国で多少基準が違うところも

あり、各国の基準に合わせて一旦整

備をしていくという形になってい

る。例えば Googleであれば、自分た

ちが運用するものを自分たちでつ

くるが、私どもはテナントに貸す形

になるので、どういった機能、機器

を使われるかについては、テナント

のほうで決めるというところがど

うしてもある。 

そういった点から、各国の基準以

下にＰＵＥを下げるというところ

は、現時点では即答できない。 

一方で、中に入るテナントについ

ても、電気代がかかってくるので、

高効率の機器を入れていくという

形が想定される。 

また、大きな意味で、環境に対し

て同じ方向へ向かっていく、それぞ

れの企業で持っている環境に対す

る目標に向けてやっていくという

点については、テナントの誘致の際

には、いろいろと情報交換をしなが

ら、よりそういったところに共感を

してもらえるところを極力探して

いく、ということについては、おっ

しゃっていただいたような形にな

るかと思う。 

７/25 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

温
室
効
果
ガ
ス 

１
（
続
き
） 

評価書案 8.14-1 にＰＵＥの説

明を脚注で入れており、そのこと

自体は非常にいいと思うが、ここ

で、省エネ部会の資料を引いて、

「システム保護のために設備の冗

長性が求められるため 1.3 以上の

数値は期待できないとされてい

る」と書かれている。 

省エネ部会のＪＤＣＣ、日本

データセンターがプレゼンをした

資料によると、データセンターを

３つに分類して、事業用、企業内の

ＤＣ、大学・研究所のＤＣ、メガク

ラウド向けのＤＣがあって、最初

の２つ、事業用ＤＣと企業内ＤＣ、

大学・研究所ＤＣに関しては、確か

に 1.3 以下は期待できないという

ことは書かれているが、３番目の

メガクラウド向けについては 1.1

以下のケースもあるということが

書かれている。 

Googleやマイクロソフトはもう

1.1を切ってきているので、それは

メガクラウドのパターンなのか。 

そうであれば、多分、ＧＬＰだと

事業用のＤＣに当たると思うが、

そこは 1.3 以下に行くのは現状で

は難しい。なので、これからの効率

性の改善等があれば 1.3 以下に行

けるという、そういうニュアンス

なのか。そこは、もし書くのだった

ら、誤解を生むので正確に、もう少

し情報を入れて書いていただきた

い。 

もし大きなメガクラウドの会社

が入った場合はメガクラウド用に

なり得ると思うが、テナントにどう

いったところが入るかは、現時点で

は何もはっきりしていない状況で

あるので、事業用データセンターを

ベースで今考えている。 

注釈については、資料を再度確認

の上で、もう少し踏み込んで、分か

りやすい表現に改めていきたい。 

 

8/22 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

温
室
効
果
ガ
ス 

２ 

太陽光も入れるのは非常にあり

がたいが、7,300ＭＷｈであり、使

用する電力消費量をざっと計算を

すると、多分 29,000ＭＷｈぐらい

要り、おそらく４分の１ぐらいし

か賄えない計算になる。ＰＵＥ1.4

で計算するともう少し下がるが、

いずれにしても全部は賄えない。 

物流センターＬ－１、２、３の屋

根に搭載する計画になっている

が、データセンターの屋根は空け

ないといけないのか。もう少し太

陽光発電を入れることはできない

のか。 

 

太陽光に関しては、ほかの目的

で使用しなければいけないところ

もあると思うが、入れられるだけ

入れたほうが、電気代にも反映さ

れ、施設としての魅力も高まると

思うので、できるだけ搭載しても

らいたい。 

太陽光については、物流施設は非

常に屋根が大きく、それを生かして

全面に敷いていくようなイメージ

で考えている。 

データセンターについては、建物

のフットプリント、建築面積がそん

なに大きくないのと、屋上の部分に

空調の室外機を並べ、太陽光パネル

を置けるスペースがないというこ

ともあって、計画していない。 

仮にデータセンターに物流施設

の太陽光を配っていくという形に

したとしても、やはり全てのエネル

ギーを賄えないというのは指摘の

とおりだが、外から再エネを買って

くるかどうかについては、最終的に

は CO2を削減という大きな企業目標

もあるので、検討していくべき内容

だということでは考えているが、現

時点では未定である。 

７/25 

部会に

て回答 

 

３ 

残りの電力量というのは外から

買ってくるということになってし

まうと思うが、そうなった場合に

は、通常の電力を買ってくるとい

う計画になってしまうのか。 

テナントの電力をどうするかは、

テナントのほうで契約をするので、

そこについても、施設側としていろ

いろ話をしていこうかと思うが、全

てコントロールするのは難しい部

分であるということで御理解いた

だきたい。 

７/25 

部会に

て回答 

 

一括して施設整備側で再エネで

契約してしまえば、かなりテナン

トに委ねるところが小さくなると

思うので、そういったことも検討

いただきたい。 

ほかの地方であれば、洋上風力

から系統をそのまま引いてデータ

センターを誘致するというような

こともやっていて、大電力消費施

設として電力消費の問題は非常に

大きく取り上げられているところ

なので、こちらの施設も、東京とは

いえ、できるだけ温室効果ガスを

排出しないような電力消費を考え

てもらいたい。（コメント） 

  

 



29 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

温
室
効
果
ガ
ス 

３
（
続
き
） 

ＧＬＰのほかの物件でそういっ

たケースがあるのか、実際再エネ

をちゃんと買ってやっているの

か。 

やはり非常に電力消費量の大き

な用途であるので、エンカレッジ

して実際どうなのだというところ

は全く分かりませんということで

はなく、他の物件でどのような運

用をしているのかという点を伺い

たい。 

データセンター事業を始めては

いるが、現時点で完成をして運用し

ているものがまだない。 

ただ、先行している物流施設の実

態として、屋根の上に極力太陽光パ

ネルを敷こう、再エネを大きくつく

ろうというのは、企業として努めて

いる。 

物流施設は電力使用量が大きく

ないので、つくった電力を、まず施

設で使っていくことを、新しい開発

はほぼ 100％やっている。 

かつ、その電力をテナントにも配

れるようなしつらえにしており、各

テナントと話をした上で、テナント

にも再エネを使ってもらうという

契約をどんどんまいていっている。

「グリーンリース」という言い方を

しているが、そういった環境にいい

ことをビル側もテナント側も一緒

にやっていくような契約の形に

なってきており、徐々にテナントも

一緒にやっていく体制はできてき

ているかと思う。 

太陽光も、地方だとつくり過ぎて

も系統に戻せないという状況もあ

るので、ケース・バイ・ケースだが、

系統に戻せる場合は売電をしてい

くことで、全体的な再エネを高めて

いくような取組もやってきた。 

データセンターについて、電力の

容量のレベル感の違う話ではある

が、考え方としてはそういったとこ

ろをやっていきたい。 

8/22 

部会に

て回答 

４ 

都市ガスも利用するが、それは

調理の部門で使うと言っていたか

と思う。もしそうであるとすれば、

ガスを使うと、そこはもう CO2を排

出してしまうので、調理をするの

であれば、オール電化等も考えて

もらいたい。（コメント） 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

温
室
効
果
ガ
ス 

５ 

ＰＵＥはデータセンター全体の

消費電力を、ＩＴ機器等の消費電

力で割って出てくる数値だが、ど

こまでがＧＬＰの側で担保できる

のか。要は箱物のところはＧＬＰ

だと思うが、そこでどこまで 1.4

を担保できるのか、どこまでがＧ

ＬＰで、どこからがテナントがや

るところなのかというところを確

認させていただきたい。 

実際に、そのデータセンターの中

が、どこからがＧＬＰで、どこから

がテナントになるのかというのも、

これはまちまちなところもあり、テ

ナントと今後協議をする中で決

まっていく。今回８棟あるが、８棟

が全て同じ形になるかどうかも、現

時点では微妙なところもある。 

例えば、建物、それから、その建

物を動かしていくための最低限の

設備というところまでの外側は確

実にデータセンターを造る我々が

造っていく。その後、実際データ

ホールの中にサーバーを入れてい

き、サーバー室を成り立たせるため

の空調が出てくるが、その空調は、

テナントが持つ場合も、我々が用意

する場合もあり、テナントによって

考え方がありそうなところである。 

サーバーそのものについては、基

本的には我々ではなくて、テナント

のほうで入れるかと思う。 

大きな会社が入ることが確実に

なった場合は、今の中で 1.1も十分

目指していける数字にはなってい

くとは思うが、事業形態からいく

と、そこまで踏み込んで記載という

のは難しいので、1.4 という数字で

統一させていただいている。 

8/22 

部会に

て回答 

確認だが、データセンター全体

の消費電力というのを考えたとき

に、空調とか照明等に関しても、テ

ナント側が準備するというケース

になる場合もあるということか。 

形態としてはあり得るが、今の全体

のエネルギー量という意味では、

1.4 で計算をした場合の数字になっ

ているので、それを超えることは基

本的にないと考えている。 

 

ＰＵＥ自体を下げるためには、

外側が効率的だと下がっていくの

で、箱物というか、空調やＬＥＤを

使うとかそういうところで下がっ

ていくので、そこはできれば、テナ

ント次第ではなくて、全体として

ＧＬＰの側で整えていただいたほ

うがいいのかと思う。1.4と書いて

いるけれども、事業者でコント

ロールできるところというのは、

まちまちになるという理解でよろ

しいか。 

コントロールできる部分につい

ては、建物によって変わってくるの

で、まちまちになる可能性はある

が、それが 1.4よりも、はるかに性

能が悪いというような形にはなら

ないように、コントロールをしてい

く形になる。 

仮に、建物自体の空調は事業者だ

が、サーバーを冷やすための空調と

いうのはテナントに行くという可

能性はあるが、今回の書いている数

字を著しく逸脱するような省エネ

性能を持つということはないと考

えている。 

 



31 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

温
室
効
果
ガ
ス 

６ 

ＰＵＥだけで見ていると、実は

ＩＴ機器のほうの効率性は担保さ

れない。ＩＴ機器の運用が非効率

だとＰＵＥは下がっていくという

ことにもなりかねないので、ＩＴ

機器側とテナント全体の、要はＰ

ＵＥではなくて、やはり消費電力

を見せていただくというのが非常

に重要だなと考えており、それを

事後調査のところでお示しいただ

くことは可能か。 

その部分というのが、そもそもテ

ナントとして公表できるものなの

かは、貸しデータセンターであった

り、貸し施設であったりするので、

そこは事業上できないという可能

性はあり得るかなと思うので、どこ

まできちんと提示できるか、今即答

ができない。 

 

8/22 

部会に

て回答 

 

テナントの消費電力でないとこ

ろは事後調査で示していただける

という理解でよろしいか。 

そこは可能だと思う。 

 

 

 

そ
の
他
（
環
境
全
般
） 

１ 

日が当たらないということもあ

るが、光の害、24時間、今までな

かった夜の部分の動きがあるの

で、光を発するとかそういうとこ

ろに対しての何か対策を取るの

か。 

光害について、データセンター、

物流施設そのものは、例えば商業施

設やマンションというような窓が

多く整備されるものではないので、

夜間に光が漏れ出ることは基本的

には少ない施設と考えている。 

散策路についても、特に照明等に

関しては、不要な光を出すようなも

のを整備していくつもりはないの

で、しっかり対応していきたい。 

また、光を出すことによって、そ

れが害となるような、昆虫類や哺乳

類、生物のほうに対しても一定の配

慮がなされるような照明機器の選

定をしっかり考えていきたい。 

７/25 

部会に

て回答 

 

そ
の
他
（
環
境
全
般
） 

２ 

都民意見が多数、多岐にわたる

ジャンルで出ている。この回答に

ついて、同じ内容のものなので仕

方ない部分もあると思うが、一部

回答には表記の揺れやずれがあ

り、住民の皆さんにとっては不安

感などにつながっていきかねない

問題だと思う。 

できる限り意見についてははっ

きりお答えになるのがよろしいか

と思う。 

回答については、同じような内容

のものもありながら、答えるタイミ

ングが違ったり、表記ゆれがあった

ということについて、大変申し訳ご

ざいません。 

大きな内容、考え方はずれること

なく回答しているつもりではある

が、表現等については、今後の機会

においても気をつけてやっていき

たいと思う。 

8/22 

部会に

て回答 
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そ
の
他
（
環
境
全
般
） 

３ 

見解書の 89 ページで昭島市長

からの意見だが、基本的事項の意

見の３番で、「資料編を含む環境影

響評価書案に内容の不整合と誤り

が散見される」という意見がある。 

これについて、具体的にどのよ

うな内容か把握されているか。も

し把握されているようであればこ

の場で説明いただきたい。 

こちらの御意見に関しては、大変

お恥ずかしい話だと認識している。

文字の変換ミスや、単位の書き間違

いが散見されているという御指摘

を、市民の皆さんからもいただいて

おり、評価書の段階でしっかり対応

していきたい。数多くあったので、

一個一個はこの場では割愛させて

いただく。 

大きな点として捉えているのは、

工事用車両に関して、大体どれくら

いの台数が周辺を走るのかを計算

上積み上げて、発生、集中の交通量、

道路交通関係等の計算をしている

が、そもそもの発生集中について、

工事中に関しては、敷地内だけで走

行するものも含めて、それも全て外

を走るというような、少し過剰に走

行する予測条件としているところ

があったので、改めていきたい。こ

れはこちらのほうの確認と、昭島市

から数字の不整合として御指摘い

ただいていた。過剰に見ていたの

で、計算すると同じ値、もしくは下

がる方向になるかと認識している

が、まだ具体的な数字がお示しでき

なく申し訳ない。 

また、生物・生態系について、非

公開版 8.6-57 ページで、行動圏の

解析結果として図面をお示しして

いるが、こちらのメッシュの間隔、

スケールがちょっと小さく、適切な

メッシュの切り方ではなかったと

いうのが確認できている。 

多摩川までの距離の表現、評価書

案の中では２km 前後と表記をして

いたが、「実際もっとあるでしょう」

というような御指摘を市民の皆さ

んからいただいていた。 

メッシュの切り方に関しては改

め、予測結果の表現としても、

ちょっと距離が延びるような形に

なろうかと思う。ただ、飛翔の図を

入れているが、猛禽類が飛んでい

る、青い線でくるくると書いてい

る、飛翔の形態については間違いは

なく、メッシュの切り方として、色

の塗り方、塗りつぶしの形が若干変

わってくるかと思う。 

（次ページへ） 

8/22 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
環
境
全
般
） 

３
（
続
き
） 

 （続き） 

こちらについても、評価書で改め

ていくべき大きな点と捉えている

ので、しっかり整理し直していきた

い。 

こちらで認識している大きな点

というのは、上記の２点である。あ

とは表現上の間違いや、コメントと

図表との不整合があったり、それだ

けに限らないところであると思う

が、いろいろ御指摘いただいている

ところでもあるので、しっかり再度

評価書の時点で見直して、修正をし

ていきたいと思う。 

 

評価書の中で確実な対応をお願

いしたい。 

しっかりと対応していきたい。  

４ 

例えば、オオタカのところでは、

8.6-134ページの 10行目、書きぶ

りが「注目される種である上位性

のオオタカは、大部分が消失す

る。」で終わり、主語と述語が何を

言いたいのか分からない。 

ネガティブチェックだけが目

立って、環境保全措置として何を

配慮して、それで「こういうことを

やります」というような評価を

ちゃんと書いていただかないと、

評価書案といえないということに

なるので、全体を通してだが、ネガ

ティブにチェックするだけではな

く、環境影響は少ないということ

ではなくて、事業者としてその環

境を新たにどう創出していくのか

という視点、それがちょっと図書

から読み取れないことが多い。 

評価書をつくられるときにその

スタンスを明確に打ち出していか

ないと、住民にはあまり理解され

ない、評価されない図書になって

しまう可能性があるかと危惧して

いる。 

助言を踏まえてしっかり対応し

ていきたい。 

8/22 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
環
境
全
般
） 

５ 

評価書案の 6-18 ページの施工

の計画というのが重要になってく

るかと思う。この順番で本当に今

議論になっているところが補強で

きるのかというのも、少しお考え

になってみてもいいのかなと思

う。代官山緑地との関係を、もう一

回絵にしながら皆さんでチェック

いただいたほうがいいのかなと思

う。(コメント) 

  

６ 

今回非常に意見をたくさんいた

だいて、特に皆様の御関心がある

交通と緑なのかと拝見していた。

アセスメントの手続が、環境上の

負荷をできるだけ減らす事業にし

ていくというところだが、プロセ

スを通じて関係者の皆様方とのコ

ンセンサスというか、コミュニ

ケーションを取っていくのも非常

に重要なところである。 

近隣の方々、都民の方々からの

意見を踏まえて何か見直すような

点はあるのか。 

いろいろと緑のこととかも考え

ていると思うが、「この点を踏まえ

てこういうふうにした」というの

があると、もう少し理解も得やす

くなるのかと思う。 

特に北側が非常に自然豊かなと

ころで、高木も残すという話で、イ

メージのところを見ると移植もし

て高い木が２列になったりするよ

うにも見えるが、景観の写真を見

るとそこが分かりにくい。 

熱の心配、排熱の環境や騒音の

心配などもあるので、敷地境界を

ずっと緑で囲むと、大分圧迫感等

も減るのではないかと思う。 

今回、景観のイメージ図なども

落葉樹であるため、木で覆われて

いる感じが全然しないので、より

具体的に、緑がどうなるというこ

とを示したほうがいいと思う。 

調査計画書から評価書案に至る

間では、やはり緑の環境と交通の話

という２つの大きな御意見をたく

さんいただいている中で、まず大き

く変えてきた内容として配棟計画

がある。 

もともとは物流施設を６棟、デー

タセンターを９棟の計画で、公園の

配置も今のように固めるものでは

なくて、ばらばらに配置するという

のが当初の計画だったが、例えば緑

のことを考えたときに、代官山緑地

とのつながりについては大きく御

意見があり、公園を集約し、玉川上

水と代官山緑地の間の部分に公園

を持ってくるというふうに配棟計

画を変更している。 

そのために、データセンターは９

棟から８棟に集約し、建物一つ一つ

の容量などを工夫して９棟分を８

棟に振り分けることによってあの

部分の空間を確保した。 

物流も６棟を３棟にしたのは、い

ろいろ小さいものを１つに集約を

して、その部分の配棟計画をあけ

て、玉川上水沿いの歩行者空間等、

そういったところは確保してきた。

そこについては、近隣や行政とも話

をする中で変更してきたことが明

確なところかと思う。 

緑については、アセス上はどうし

ても葉が落ちた段階での表現に

なっている。難しいところではある

が、敷地境界の部分については、極

力今の樹木は残していくよう、具体

的に計画をしていく。 

8/22 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

１ 

駐車場の設置について、この駐

車場は、物流センターで使う車が

使用するものだと思うが、例えば

ＥＶを使うということで施設を整

備するのかを伺いたい。 

駐車場について、電気自動車が来

るのかどうかだが、物流施設、それ

から、データセンターも一部含む

が、中に入るテナントで運用してい

く車という形になるので、全てが電

気自動車になるかどうかは、現時点

では私どもから言うことができな

い。 

一方で、電気自動車の数が増えて

いく状況なので、施設側として、電

気自動車の充電ができるような設

備を設けて、そういったことにきち

んと対応できるようにしていきた

いと考えている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

駐車場に関しては、使用する車

が全てＥＶだったとしても対応で

きるようなインフラを、とりあえ

ずは整えるという理解でよいか。 

全てＥＶが来たときに対応でき

るか否かという点については、必ず

そこで充電をするようなレベル感

での電気容量等は、現時点では見込

んでいない状況である。 

一方で、需要が高まってくること

があれば、当然それに合わせて検討

していく形になるかと思っている。 

２ 

工場もつくるという話になって

いたと思うが、もう、入る施設が決

まっているという理解でよいか。 

いわゆる工場ではなく、物流施設

の中で一部組立や加工が発生した

場合に工場という取扱いになる可

能性があるので、「工場」という表記

をしている。現在、具体的にどこか

が決まっていることはない。 

７/25 

部会に

て回答 

 

３ 
既に入居するテナントは、ほぼ

目途がついているような状況なの

か。それとも、そこはまだ全然オー

プンなのか。 

中に入るテナントについては、現

時点では全て未定である。 

７/25 

部会に

て回答 

 

 ＧＬＰという事業者として、テ

ナントへのガバナンスはどれぐら

い徹底できるのかという観点が、

今回の開発にとっては非常にアセ

スと絡めて重要かと思う。 

「周知徹底、働きかけ」という言

葉があるが、それを「確実な実施を

目指す」という脈絡で出てくると

ころが多い。テナントはお客さん

のような立場ではないかと推測す

るが、どれほどガバナンスの効果

があるのかという点が知りたい。 

それに当たっては、条件をつけ

てのテナント募集なども選択とし

てはできるのかというところも気

になる点である。 

中に入るテナントは、事実として

お客様という形になるが、完全にお

客様優位で、施設側が全ていいなり

ではなくて、テナントを含めて、適

切な施設運営管理は実施していく。 

具体的には、施設ごとになるが、

テナント企業の代表、私ども管理の

人間で、施設の運営をする会議を

常々やっており、例えば、トラック

の外部でどういったところが危な

いといった情報交換など、適切に運

用しながら、きちんとテナントへの

ガバナンスを効かせた上で運営し

ていく形にしている。 

それはこの施設に限らず、既存の

施設でも同様である。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

４ 

施設内に進入経路の図がある

が、入り口のところには車両を

プールするような設備はないが、

それによって例えば周辺道路に進

入前の車が停まってしまうことは

ないのかという点が気になり、先

ほどの駐車スペースの問題も含め

て、何か計画の中で考えがあれば

聞かせてもらいたい。 

その点で、道路を事業者が設置

できるわけはないというのは理解

しているので、自治体や警察との

連携等を取れるのかもお教えいた

だきたい。 

進入経路について、トラック待機

場を物流施設のほうは各施設の中

に設けている。 

物流施設の周りの道路でトラッ

クが停まってしまうのが課題にな

るので、トラック待機場をいかに適

切につくるかについては、全国で今

170 棟ほど運営をしているので、そ

こできちんと計画をしている。 

具体的には、施設ごとのトラック

のピーク台数を想定しており、大体

トラックの平均滞在時間は２時間

になるので、入ってくるピークのト

ラックの２倍以上の待機場と荷下

ろしバースを計画している。 

今回の施設では、３倍程度は設

け、外にトラックが停まることがな

いような形で運営していき、仮にト

ラックが外に停まることがあれば、

そういったことがないように、テナ

ントにも会議の場を通じて伝えて、

適切に運営していく形になる。 

７/25 

部会に

て回答 

 

トラックの待機所を、これまで

の実績からしっかり整備していく

ということは分かったが、入り口

のところの、この施設に入るまで

というところの懸念が払拭されて

いないので、そのあたりの点をも

う少しだけ伺いたい。 

また、視察へ行ったが道路が非

常に狭いということで、事業者で

対応できないということがあるか

と思うが、警察署や自治体との連

携というのはこれから取っていく

のか、それとも、連絡、相談してい

るのかというところも、聞かせて

いただきたい。 

 

 

道路の計画、周りの道路につい

て、警察や地元の道路管理者につい

ては、当然相談をした上で、今、計

画を進めている。交通量が増えるこ

とによって、周りの交差点がどうい

う形になるのかについては、事前に

交通量調査をした上で、警視庁を含

め相談しながら進めてきている。 

施設の外の道路の部分は、私ども

が触れるところではないというと

ころは理解をいただきたい。 

施設側としてできる工夫として

は、例えばバースを予約するシステ

ムをつくっており、着く時間を早め

に決めておくことで、ドライバー

は、手前のサービスエリア等で休憩

等も取ってから来ることもできる。

逆に、入った後、中でずっと待たせ

ることがないような形で運用する

ことができ、それが結果、周りの道

路に対して良い影響を与える。そう

いった周辺道路に対する対策は、現

状既に取り組み始めている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

物理的にという問題ではなく

て、別のシステム上で少し工夫も

可能ということで、承知した。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

４
（
続
き
） 

システムで改善可能という答え

について、担保できるものなのか。

「できる」という答えを、改善等の

不安解消ということで求められて

いると思うので、お答えの仕方等

も配慮されたらいいかと思うが、

その辺についてもどのようにお考

えか。 

直接アセスには関わらない部分

はあるかもしれないが、敷地外、公

道について、直接我々がどうこうで

きるところは非常に少ないが、昭島

市からも幾つか要望を受けており、

どういう協力ができるか、引き続き

協議をしていく。 

はっきりと言える内容が現時点

ではないが、引き続き地元の行政を

含めてコミュニケーションを取っ

ていくというところが現時点での

答えになるかと思う。 

8/22 

部会に

て回答 

５ 

データセンターについてはＤＸ

の時代で需要があるのだろうと思

う。入居テナントが決まっていな

いということなので、データセン

ターに関してはお客さんがすぐ入

るのではないかと見込むが、物流

倉庫に関して、現地も見た中で、中

央道や圏央道までのアクセスが

10kmも離れていると、そういうロ

ケーションの中で、果たして３棟

つくるほどお客さんが入るのか。

３棟必要なのか、その見込みを教

えてもらえれば。 

 

現時点ではテナントは決まって

いないが、需要の予測という意味で

は、３棟埋まる容量が必要になって

くるだろうと思っている。 

全国的に、特に関東、関西が多い

が、物流施設が非常にたくさんつく

られている状況である。昨今だと、

冷凍冷蔵の機能を持った物流施設

などもできており、コロナ禍ではＥ

Ｃが発展をして、携帯等で物を買う

ことで物量や物流施設が増えて

いったが、物の動きというのはかな

り多くなってきている。また、古い

物流倉庫が今だんだん新しくなっ

てくるという大きな転換も来てい

るので、需要としては３棟分は十分

に埋まると考えている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

現地を見て、周りに何施設か物

流倉庫があったので、心配をした

が、有効的に使われるのであれば

結構である。 
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「ＧＬＰ昭島プロジェクト」に係る都民の意見を聴く会における公述意見の

概要 

 

都民の意見を聴く会 
公 述 人 

２４ 名 

 

１ 環境一般 

(1) 大気汚染や騒音・振動、交通渋滞による生活麻痺、100%地下水である水道水や地質・

地盤への影響、地球温暖化ガスやデータセンターからの高熱排気による地域のヒート

アイランド化の加速、地域の生きものや生態系の破壊や消失等々、取り返しの付かな

い環境悪化を招く事態に対して、都市計画中心の独断的な判断や環境影響評価項目毎

の判断ではなく、環境総体として、生活・健康被害を受ける人間や動植物の立場に立っ

た総合的な評価・判断を行ってほしいと切望する。 

(2) 「計画的効率的運行」と「渋滞の事前回避」は、両立しないのではないか。走行ルー

ト外の細街路や、入出庫ルートを外れた関連車両の走行が予測される。大気汚染・騒

音・振動調査を追加して欲しい。 

(3) 見解書では、「熱収支は環境影響評価の項目ではない」、「CFD解析行った結果、夏日

での計画地内及び周辺の地上部での気温の変化は、小さいと予測している」、「残存緑

地及び新設緑地を整備し、20.6%、約 12.12 haの緑地の適切な維持管理で地上部の気

温上昇を抑制に努める。」等と楽観的記述が並び、ヒートアイランド対策・排熱・対策

は皆無。この対策は必要不可欠・喫緊の課題である。 

(4) 高さ 40m～55mの物流倉庫 3棟、これに加え、高さ約 35mの巨大データセンター8棟

が建設されることになっており、当該エリアにおける従来からの景観が大きく損なわ

れる。また、これだけの高層建築群が集中的に立ち並ぶことになれば、このエリア周

辺における日照・日影の状況、風の向きや流れなども変化し、市民的な生活空間の悪

化が避けられない。 

(5) 巨大な物流倉庫 3棟の建設により、この工事期間中を含め、新たな物流交通の増加

に伴う各種の自動車公害（交通渋滞、交通事故、騒音・振動、排ガスによる大気汚染、

等々）の諸問題が確実に深刻化する。評価書案では、一日当たり 5,800台にものぼる

資料１-２ 
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大型車を含む物流交通が追加的に発生すると予測されているが、このエリアと周辺に

おける脆弱なアクセス道路の実情に照らしていえば、きわめて深刻な渋滞が日常的に

発生するのは必至である。 

(6) 大変な数の車が増えるが、そのための対策はなく、昭島市のみでなく周囲の市町村

にも被害を押し付けるだけである。すでに振動・騒音が環境基準を上回っていたり、

基準ぎりぎりであることを分かった上で、それら道路にさらに大きく振動・騒音を上

積みし、その対策は入居企業に計画運行やアイドリングストップなどを働きかけると

なっている。テナントに働きかけるだけでアイドリングストップなど誰がチェックす

るのか。道路はさらに激しく渋滞し、排気ガスがたまって、喘息や光化学スモッグ被

害などの病気が増えるなど、多くの被害が想定される。 

(7) GLP昭島の事業計画では、これまでに無かった交通渋滞の悪化、騒音、空気汚染が

毎日、半永久的に続くことになる。交通事故に巻き込む危険、喘息などの持病を悪化

させる危険を確実に増やす。また、緊急車両の通行が妨げられ、速やかな人命救助を

困難にし、事故、犯罪、火災、災害への迅速な対応をも困難にする。GLP昭島の施設

は、余りにも大きく、異様な姿で、緑豊かで穏やかだった昭島の情景を無残な景色に

一変させる。雨水は広大な屋根を介して流れ、浸透経路が大幅に変わるが、これに起

因する地下水、飲み水の汚染などに対する具体的な評価は無く、悪影響を危惧する。 

(8) 大型車の増加で交通事故や騒音・振動・健康が一層心配である。環境負荷調査をお

願いしたが納得できる様な回答はなかった。生活環境を一変させるだけに大型トラッ

クの大幅な縮小、11,600台/日の総量縮小、見直しがどうしても必要である。交通渋

滞やまちづくり、自然・安全・生活環境他、問題が多すぎる。「11,600台は企業の採

算が合わないので減らせない」と言うが子どもやお年寄り、人の命はお金で変えない。 

(9) 景観及び交通に関するシミュレーションを行った結果、事業者が建設する物流施設

やデータセンターは、景観上強い圧迫感を与えるものであり、交通についても、さら

なる渋滞を引き起こすことが予測され、交通に起因する各種環境要因を悪化させるで

あろうことがわかった。事業者がこれまでに公表している環境保全措置はこのような

著しい環境負荷を軽減できるようなものでは全くない。 

(10) ヒートアイランドに関して質問しても、データセンタ一の屋上から熱が上に昇っ

ていくので何ら問題がない、技術指針にはヒートアイランドという評価項目が載って

いないから評価記載は不要という回答である。評価書案ではヒートアイランドの状況

に関しては何も記載がない。「熱収支」として事業者の見解には「計画地内及び周辺
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の地上部での気温の変化は小さいと予測しています」とあるが、具体的温度データが

示されておらず不安はつのるばかりである。事業者の説明会資料では近年では低く感

じられる 30℃の温度で、しかも玉川上水沿いの気温とそこから離れた一般土地の温

度差もほとんど読み取れないようなアナログデータを明示するなど、何を意図してい

るのか。夏日最大温度で安全目に検討する方針が必要ではないか。 

(11) GLP が計画しているデータセンターが稼働すれば、C02排出量は昭島市全体の約 4

倍、電力消費量は約 6倍と予測されることを GLPが公表している。これでは、昭島市

の地域全体がヒートアイランド化し、昭島市民、国民の命と健康を脅かすことになる。

なぜ昭島市でなければならないのか。市民は納得していない。 

(12) ヒートアイランドを引き起こす巨大な電力消費が昭島の数へクタールで行われる。

これが環境問題の最重要課題となっている。樹木の伐採本数について、明らかにする

よう求めてきたが、答えない。3千本以上とみられる代官山以外の皆伐という方針を

全く変えていない。老齢化したので植え替えるのが最適手段だと開き直っているが、

成長した樹木全体の炭素吸収量と移植する若い小木全体の炭素吸収量はどちらが多

いか、データを示してから言ってもらいたい。気候変動危機に対する企業責任を自覚

しない、今日の企業としてとしての資格を失っていると考える。 

 

２ 大気汚染  

(1) 大気汚染調査でつつじが丘通りをはじめ各交差点の渋滞の滞留時間の長さによる

大気汚染の影響調査と評価を求める。GLPの調査では、車両の走行に伴う大気汚染物

質調査としているが、渋滞の影響は無視できないと思う。 

(2) 大気汚染調査の予測・評価についての数値が住民の健康、ぜんそく患者等健康弱者

に及ぼす影響について明らかにしていただきたい。 

つつじが丘通りの二酸化窒素濃度は、現在より 1.05 倍増加するが、環境基準以下

とのことである。私たちが知りたいのは、この数値が住民の健康にどのような影響が

あるのかである。そうした疑問、不安に対しての回答・見解はない。1.05倍の数値が

将来にわたり住民の健康、ぜんそく患者に及ぼす影響について専門的見解を明らかに

していただきたい。 

(3) 道路そばを通学する子どもたちは、トラックなどのディーゼル車の配管直近の空気

を吸うことになる。GLPによる交通量の増加によって、さらに暴露自体は劇的に増え

ることになる。一般化してしまえば問題のない環境項目であっても、市民の生活の

シーンを具体的に見ていくと、大変にリスクの高い状況に暴露されていることは往々
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にしてある。ましてやそれが弱い立場の子供たちほど、リスクの高い状況になること

を保護者としては看過できない。喘息や健康悪化がとても心配である。 

(4) 小学校がある昭島駅南側の大気汚染や騒音振動の環境影響予測、評価地点があまり

に少ない状況である。発達段階にある子供たちの健康を守ることは大人たちが果たす

べき役割ではないか。そのためにも大前提として、特に学校近くでも調査箇所の充実

と予測、評価を求める。 

 

３ 騒音・振動  

(1) 現況調査においてもすでに環境基準を上回る騒音で道路沿いの住民は悩まされて

いる。環境基準を 2dBも 3dBも上回ることが住民の健康・生活環境へどのような影響

を及ぼすかの見解、評価が欠落している。特に夜間・深夜・早朝の騒音に及ぼす影響、

睡眠を妨げられる住民の健康や生活への影響を専門的見地から明らかにして欲しい。 

(2) 見解書には、「エコドライブの徹底や啓発、ZEV車の増加に対応できる施設計画の実

施」とされているが、その対策で騒音が環境基準以下にできるのか、根拠を求める。

実効性ある対策として、まず、22 時～6 時までの間の深夜・早朝の走行停止、禁止、

物流倉庫も 24時間営業をやめて 22時～6時の関連車両の入出庫を停止することであ

る。また、影響を最小化していくための措置は、一日 5,800台の交通量の大幅な縮小

しかない。 

(3) 団地の住人は交通問題への大きな不安も持っている。夜間は特に騒音、振動、光の

害が予想され、夜のトラック走行はやめて欲しい。 

(4) 緑街道は国道 16 号線に通じる為、特に早朝はすいていることもあってトラックの

数が大変多い。奥多摩街道から北へ上がってきたトラックは途中から昭和通りへと入

り、坂になっているため、勢いをつけた車はそのまま緑街道へと入ってくる。その騒

音は著しく眠ることも出来ない。窓を開けておいたらテレビなど聞こえない。騒音に

とどまらず、街道に面する小学校の子供達や公園の幼児たちの遊びにも影響する。子

供たちの事故が多発するであろうと危惧する。 

 

４ 土壌汚染  

(1) 過去の農薬、肥料は、雨水の浸透とともに、土壌、地下水に多大に影響するため、

水循環、廃棄物の項目での環境影響評価に関連するはずである。そのためには、土壌

汚染の処理を「別途実施」ではなく、この環境影響評価の手続きにおいて、汚染の規

模についてボーリング等を含めた現地調査の上で、予測・評価すべきである。評価書
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案、見解書の基本的な欠陥として指摘するとともに、許容することはできない。関連

項目ともに、環境影響評価を求める。 

 

５ 生物・生態系 

(1) 代官山緑地が唯一保全されるが、その周辺は開発され、とりわけ、その北側に新設

される 16m幅の東西道路は、代官山の動植物の局所的な絶滅を招きかねない。オオタ

カは繁殖スポットを放棄することは間違いなく、アナグマも中央公園が開放されれば、

わざわざアニマルパスを利用する必要がなくなり、16m道路でのロードキルの増大が

明らかである。代官山が周辺地域とのつながりが断ち切られれば、野鳥の渡りのコー

スも阻害されることになる。そのため、少なくともハナミズキ通りから西側の東西道

路は建設するべきではない。オオタカの行動圏となっている代官山の西側一帯に面し

て、最も高い 55mもの物流倉庫を建設するなど、もってのほかである。 

(2) 玉川上水の豊かな植生は、すぐそばに建つ 8棟ものデータセンターや物流倉庫の日

影や風環境の遮蔽によって、また、ゲンジボタルは、24時間稼働する施設や大型輸送

車の照明による光害で、衰退・消滅することが懸念される。 

(3) 開かれた緑という言葉がよく使われているが、ゴルフ場のごく一部を残した公園が

そんなに価値があるものか。広大なゴルフ場の緑地は一般の人が入れないことでたく

さんの動物や鳥や昆虫を育んでいる。アナグマやオオタカも閉ざされた緑だからこそ

生きてのびてこれた。千本単位の木を切って巨大な建物の群れに変えてしまうのがこ

のプロジェクトである。 

(4) 季節の渡り鳥が楽しめるのも、つつじが丘団地が、ゴルフ場を介して玉川上水と繋

がっている、いわゆる緑の連続性が保たれているからだと思っている。ゴルフ場が、

物流倉庫とデータセンターに変わってしまうと、この緑の連続性が途切れてしまい、

団地に来る野鳥相も寂しいものになってしまうのではないかと、危惧している。 

(5) アセス審議会で、「オオタカが工事で一旦いなくなっても、本当に帰ってくるのか」、

という問いに GLP社は、「昭和記念公園西側で行われた開発、また、代官山の東側で、

福祉施設の工事が行われてもオオタカは戻ってきた。」と述べた。代官山の東側での

福祉施設の工事は、規模の全く異なる小規模な開発で比較にならない。また、昭和記

念公園西側のケースは、開発により森の面積は以前より狭くなったが、営巣エリアの

横には巨大な昭和記念公園があり、餌場として充分機能すると思う。今回の計画では、

代官山の森は、新設の 16m幅の道路と、物流倉庫、データセンターによって完全に孤

立化してしまう。開発中止が最も望ましいが、それが出来ないのなら、中央公園は、
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オオタカの狩楊が少しでも確保されるような、人が入れないバードサンクチュアリー

にすること、そして 16m道路は森や餌場の面積を減らさないよう代官山緑地の北側は

建設中止を切望する。 

(6) 私たちがゴルフ場の緑を大事に思うのは、その眺め、空の広さ、そこを通っていく

風、鳥の声などを通じて、ゴルフ場の緑の豊かさを私たちが受け取っているからであ

る。つまり、私たちにとって緑は開かれていて、私たち共有の財産となっている。敷

地に入れる、入れない、ということをもって、「閉じられた緑から開かれた緑へ」と単

純に言ってほしくない。私たちが今、受け取っている緑の豊かさ、それが失われるこ

との重大さや悲しみを、GLP社は全く理解していないのではないか、と感じる。 

(7) 代官山に住む鳥たち動物たちは昭島だけではなく日本の宝だと思う。だから代官山

はなんとしても残されなければならない。だけどその脇を大型トラックが頻繁に往来

していたなら、鳥たちがいることができるのだろうか、と思う。自然を守るのではな

く、自然を壊すのであるならば、SDGｓなどの時代に逆行することだと思う。そうい

うことを考えてもらいたい。 

 

６ 生物・生態系、自然との触れ合い活動の場共通  

(1) 中央公園は、より緑地の質と量を確保し、潜在自然植生や下層植生、数少ないアカ

マツの平地林やコナラ・ミズナラ等の高木層をいかした、代官山の延長となるような

生物多様性豊かな緑地の拡大を目指してほしい。あわせて、人間と自然との触れ合い

の場を確保するためにも、むやみやたらな人間の利用や侵入は、最小限に控えるべき

である。人の活動の制限やゾーニングが実現してこそはじめて、代官山、中央公園、

玉川上水の緑の連続性のある真のネットワークや生物多様性が実質担保される。この

地の生態系の独自性や希少性が生かされるような触れ合いの場が創造されることを

強く望む。 

(2) アンダーパスで北側公園に動物たちが移動できるということは、逆に犬などの侵入

を容易に許すことになり、代官山緑地の生態系を破壊することになる。アンダーパス

を実施するなら、北側の公園の「人と自然との触れ合い」を見直し、人や動物が侵入

できないというエリアの制限が必要である。 

 

７ 日影  

(1) 巨大建造物が建つと、建物周辺の日影問題が深刻だと知った。住む場所を決める時

に日当たりは重要視するのが一般的である。洗濯物問題は主婦にとって毎日の事だか
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らストレスである。また冬には暖房費がさらにかかり、家計にも負担が増えるだろう。

人間だけではなく玉川上水沿いの生物の環境が変わり、植物も育たなくなり、生態系

にも影響が大きくなることが明らかである。法には違反していないと説明しているが、

事業者側には、こうした住民の立場にたつ、想像力が欠如している。せめて建物の高

さを低くして、奥に引っ込めて建設して欲しい。 

 

８ 風環境  

(1) 風環境調査において、ビル風がすごくならないかと心配する声も多数ある。それに

対して、CFD解析結果が出され、著しい変化は生じないといっても、建設前後で、大

きく値が違う場所がある。樹木の新植・移植計画もなく、住民からのセットバック要

求にこたえることなく、風環境の変化が軽減されるなどと言えるのか。加えて、「今

回の CFD解析では、防風対策等の対策はしないこととした」という大変残念な記述が

評価書案にあり、地域住民の認識や危機感とは大きなずれのあることを痛感した。風

の温度や方向の変化に関する調査を求める。 

 

９ 景観  

(1) GLPが市民説明会で示した説明図は市民の印象操作を狙ったデザインであり、市民

の中には大きな圧迫感を感じないとの印象を持った方が多くいた。 

(2) つつじが丘ハイツから見たモンタージュ写真を加えるべきである。住民の意見に真

摯に応えるのではなく、できない理由をこじつけ、うやむやのままことを運ぼうとい

う姿勢は改めるべき。また、美堀町住民の多くの方々から指摘されている、「計画地

北側南西方向を眺望した山脈の変化が記載されていない」ということにもしっかり答

えるべきである。 

(3)  つつじが丘ハイツ管理組合、つつじが丘北自治会で、威圧感・圧迫感の軽減と緑地

帯のさらなる確保のため、L-1の建物の位置をもっと北へ移動すること、倉庫の高さ

を下げること等を事業者に要望している。しかし事業者は、近接する住宅に対しては、

十分に隔離を取った配置をし、圧迫感の軽減について配慮した配棟計画としていると

し、樹木の新植・移植計画もなく、樹高の高い樹木を現位置保存する、移植負荷の高

い樹種の移植などで周囲からの圧迫惑の軽減は図れているなどとして、住民要求に対

して背を向けたままである。圧迫感の減少を図るため、計画建築物の外壁の位置を、

敷地境界からさらにセットバックすることが必要である。 

(4) つつじが丘小学校からの景観シミュレーションでは、校舎の北側からは、現在ゴル
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フ場外縁部に植栽された高木が主要な景観要素だが、供用後、外縁部の高木は残され

る形となるようだが、それよりも非常にボリュームの大きい物流施設のコンクリ—卜

壁が、景観要素の大方を占める。 

(5) 上水沿いの計画建築物の北側に、計画地内の既存樹木を移植して「現況と同様に樹

木を主体とした景観が構成されるため、大きな変化はないと予測」とあるが、これは、

記述者の結論ありきの主観的・恣意的暴論である。また、美堀橋の南側から東を臨ん

だ時、高さ 35mの DC-7が玉川上水の樹々のはるか上に聳えるため、景観が激変する。 

(6) 玉川上水景観基本軸に定められた基本理念を曲げて、眺望点の解釈とスカイライン

の解釈を独自の視点から変更している。「樹木に隠れるため、眺望景観の変化はほと

んどないと予測する」と評価しているが、そのような木の近くに立って、木で視野を

奪うような位置で、評価するものなのか。全く勝手な評価方法を住民に押付け、快適

な生活を奪おうとしている。 

(7) 防球ネットは開発計画地の周辺に何か所かあり、ゴルフ場運営当時のまま残ってい

る。見解書でこの防球ネット（ポール）を超えないから「眺望を大きく変化させるも

のではないと考えています。」というのはこじつけではないか。防球ネット（ポール）

が背景を見えなくしているものとはなっていない。 

(8) 住民が慣れ親しんだ身近な大変良好な景観があるため、事業者は更に周辺住民から

景観に関して直接の情報収集をして評価したものを評価書に追加して仕上げてもら

いたい。 

 

10 温室効果ガス 

(1) データセンターの電力消費量や温室効果ガス排出量等に関しては、データを見る限

り、昭島市や東京都は、いくら環境推進都市を標榜し、環境施策上、2030 年や 2050

年までの温暖化防止策を目指そうとしても、この GLP１社による開発だけで、その施

策が大幅に後退し、環境政策の破綻を招くことは明らかである。 

(2) GLP 昭島のデータセンターが排出する温室効果ガスは、179 万トンで全国一多く、

C02排出量は、昭島市の 4 倍、消費電力は 6 倍、高知県全県分にも匹敵するとのこと

である。2050年C02排出ゼロを表明している東京都や昭島市にも大きな影響を与える。 

(3) 事業者の提案する現行の対策では、まるきり不十分である。環境について考慮し努

力するというなら、せめて温暖化対策のマイナスを減らすよう、全ての樹木は伐採せ

ずに移植、そのために移植先を確保、さらに植樹し現行より樹木を増やして C02削減

に努める、ゲートを作って EV 車以外は入れないなどの具体的な対策を考えられるか
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と思っていたので、非常に呆れた。企業はこのレベルの根本的な対策を必要経費とし

て事業計画をすべき。それが成り立たないなら、そのような事業は実行すべきではな

い。 

(4) 気候危機対策、温暖化ガス削減対策について、GLPは何の対策も持っていない。昭

島市長の求める「再生可能のエネルギー100%」の電力について検討もしていない。そ

のような企業が気候危機の時代に生き残れるか。昭島市で立地することは認められな

い。 

 

11 その他（事業計画等） 

(1) 既に建っている倉庫の稼働率や、C02の排出率や、大気汚染の可能性、今後の人口推

移、また玉川上水などの史跡への影響リスクを踏まえてまで、新たな倉庫がここ昭島

に必要なのか。異常気象の引き金や自然破壊の側面もあり、なおかつ、計画地のすぐ

そばで、約 37 万人もの人々が生活をしている、そのような土地で、先住の人々の健

康や権利を奪ってまで、この事業計画を展開させるべきなのか。物流倉庫やデータセ

ンター由来の事故や健康被害が起こったときには、被害に対してきちんと保障はなさ

れるのか。不安は尽きない。 

(2) この計画は、増える大型車の台数・C02の排出量・排熱量がけた違いに多く、人口 11

万人余りのコンパクトな市で受け止めきれるものではない。トラックに限らず関係車

両や渋滞に押し出された車が団地内に立ち寄ったり通り抜けたりすることも心配で

ある。 

(3) 既存の道路網が決して余裕のある設計とは言えない市街地に、車両の通行が大前提

となる物流施設を建設することが果たして妥当なのか、そういったところから考えな

ければいけない問題だと感じている。 

(4) 今回の開発計画は、住民の生活、地域の環境を犠牲にした利潤を第一にしたもので

あり、事業者がどのように言葉を飾っても、「地域との共生」と言えるのか。どこにそ

の「共生」があるのか、明確に住民に伝えてもらいたい。 

(5) 環境アセスメントで、特に大切なのは環境や社会への影響に配慮したかどうかを伝

える、意味のある応答を行うことである、影響の回避、低減、そのためには計画その

ものを修正することが求められる、とされている。この観点にたって、聴く会で出さ

れている意見等に対して、事業者が誠実な回答を行うよう、求めたい。 

(6) 思い出深いホテルが壊され、結婚式、成人式、家族のお祝いなどのかけがえのない

思い出の場所が無くなってしまうのは本当に悲しい。市民の思い出を壊すことが地域
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貢献などと名付けられるのは腹立たしいかぎりである。 

(7) 災害時はどのような送電計画を想定されているのか、大電力の必要な施設なので当

然の大きなリスクも抱え、すべてを明らかにするのは義務だと思う。災害停電時は、

GLP昭島は事業者用の専用送電なのでそちら側が優先され、住民が割を食うことにな

らないのか。災害時に GLP 昭島が優先され都民生活全体が不利益を被らないように、

都民が不安感を持たない綿密な計画を立てて早急に提示してもらいたい。 

(8) 太陽光パネルを倉庫の屋上に敷き詰める仕様にしているために火災のリスクも格

段に上がる。一度火災が起これば有害物質が発生、それを含んだ煙が周辺の町まで流

れ続けるだろう。せっかく残した代官山樹林地にも悪影響はあるだろうし、万一戻っ

てきた生き物も煙に巻かれて死んでしまうかもしれない。意見書にて防止策をたずね

たが、明確な回答はなかった。既に大阪・舞洲で大規模な火災を起こしている事業者

なのだから、再発防止策を開示してもらえないことは残念だ。 

(9) GLPが示した評価書案について昭島市民、都民 438人が案の見解について怒り、不

安を表明したにも関わらず昭島市民、都民の怒り・不安に応えることもなく事業計画

を押しすすめている。こんな事業を昭島市で施工させてはならないと思う。 

(10) GLPも、市民の理解を得るために努力するべきである。説明会では大型車の台数さ

え 1台たりとも減らさない姿勢を崩さなかった。計画を縮小したり、使用するエネル

ギーを再生可能エネルギー100％にするなど最先端の環境保護策を示せば市民もとも

に計画を考えるだろう。住民、行政、事業者の三者が対話をしながら環境保全対策を

考える、真の意味での SDGsの実践を提案する。 

(11) 委託業者を矢面にして、住民対応を進めていることは、社会的な責任をもち、住

民に多大な影響を与える事業者の住民対応として、最悪のやり方である。住民の反発

をかうことは当たり前である。今すぐに、改めるよう求める。 

(12) 専門的に十分検討の上、住民に判りやすいように配慮した影響評価を求める。そ

の上で、地域との共生を標榜する事業者として、規定に従っただけの説明会ではなく

5～6回でも、住民との協議の機会を開催することを求める。 

(13) 公述人として発言されている方の疑問や不安に対して、子どもたちでもわかる言

葉で説明をして欲しい。専門用語、カタカナ英語、英語での表現を入れられては、聞

く人みんなが分かったと理解はできない。住民は専門家ではない。もう一度、説明内

容を改めて再度提出してもらいたい。都民の意見書として、438件の意見書があった。

これだけの数の意見があるということは、今までの GLP社の説明が都民に理解できる
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ような内容ではなかったのだと思う。 

(14) 影響を受けるはずの近隣の市で説明会を開かないのはおかしいと思う。立川市民

はほとんどこの計画の事を知らない。昭島市でも、一部の地域にしか説明会の知らせ

をしていないそうである。さらには、説明会実施の 2週間前に発表。これでは都合を

つけ出席できる住民は少なく、多くの住民の理解を得ようとしていない、事業者の姿

勢に誠意を感じられない。 

(15) 見解書の見解には、「審議会委員による専門的立場からの審査を踏まえ」との表現

が 252か所も記載され、専門家の意見が無ければ改善しないという見解は、審査委員

に責任を転嫁するばかりか、自らの改善意思を放棄し、専門家に責任を押し付け、ひ

いてはこの委員会の責任者である都知事までにも責任を転嫁しており、指摘できるな

ら指摘して下さいというこの傲慢な態度が、評価書案・見解書の内容に表れ、それが

問題だらけなのではないか。 

(16) 事業者の住民への対応は、当初から、はぐらかしや先送りで、具体的な回答を避

け、根拠の薄い説明も多く、形式的で表面的な対応を繰り返すばかりで、不誠実な対

応姿勢の是正を強く求めても一向に変わらず、住民は全く納得ができない。このよう

な態度からは、当然、大変な不安と恐怖、不信感と危機感しか感じられず、その気持

ちは非常に強まるばかりである。 

(17) 我々のシミュレーションの活動は、環境影響評価プロセスにおけるコミュニケー

ションとして、市民からのアプローチを行ったものだと考える。事業者はまずそれを

受け入れ、これら市民の要望に対しどのような対応ができるのか、真摯に考え、通り

一遍ではない何らかの建設的な回答をしていただきたいと考えている。これこそが

環境影響評価の理念に基づくコミュニケーションではないか。 

(18) これまで私が出席した説明会やこの見解書は、一貫してまさに形式的であり、話

し合いはない。説明会を「今後も予定してまいりたい」と言われても、それが形式的

なものではない話し合いの場として実施されるとはとても思えない。この施設が環境

や私たちの生活に、どんな問題を引き起こすかわからない。もし何か起きたときに、

私たちにはそのことを言っていく先があるのか。結局、一番の不安はそこだと思う。

つまり、この施設を建てようとしている人たちは、条例が求めるような、環境保全へ

の配慮、住民の意見を誠実に聴くことを行う意思があるのか、と疑問に思う。 

 

12 その他（交通等） 

(1) 発生交通量が最大 5,800 台、往復 11,600 台の根拠が妥当なのか、判断できない。
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いま段階では、架空のものであり、信用に値する数値とは考えられない。早急に、交

通量に関する質疑のための住民・事業者・昭島市三者による協議の場を創るよう積極

的な対応を求める。 

(2) 出入口周辺道路は、片側 1車線、しかも日常的に渋滞している交通インフラが不十

分であることは明らかである。しかし見解書には、昭島市の交通渋滞長調査の結果や、

住民の交通事故増加を心配する意見などを客観的に分析し、住民の利便性や、交通事

故増加のリスクを真摯に対応する姿勢が見えない。事業者・企業の利便性だけを押し

付けるのではなく、住民の健康・利便性とも両立する計画に見直しを求める。 

(3) 自転車通学の子供達の事故は増加中で、GLPが走行する市内の道は、片側 1車線で

自転車道路となっていても、とても狭くてトラックが横に来ると大変危険である。事

故が起こらないわけがない。 

(4） ドライバーが日頃から注意を払っていても、世の中から交通事故をゼロにするこ

とはできない。そのため、特に小中学校周辺では保護者や地域の皆さんが警察や教育

委員会などとも協力しながら登下校中の事故のないよう、様々な努力が積み重ねてき

た末に、子供たちの通学路における安全が保たれている。通学となる道路に 11,600台

ものトラックを発生させる物流センターを設置しようとする企業の経営判断に至る

プロセスの中に、通学路を登下校する小中学生、その安全を守ろうとする人たちの努

力に積み重ねがどの程度考慮されていたのかと思う。 

(5) 諏訪松中通りは、普段から渋滞、一般車・大型車が走行ルートの渋滞避けて光華小

学校への通学路に入る。信号機のない横断歩道、沿道には高齢者の都営住宅、幼児公

園もあり子どもたちの交通事故や危険が増大。走行時間の規制・走行ルートの変更が

必要である。 

(6) GLP社は事故や渋滞等からどの様にしてわたし達を守ってくれるのか。経路設定、

テナントとの情報共有、運転者への指導だけでなんとかなると思っているか。車両分

散しても全体が増えれば、どこかで渋滞が起き、事故の可能性も出る。やってみなけ

ればわからないという判断で計画をするのはやめてもらいたい。あいまいな回答では

納得できない。 

(7) 交通危険箇所について、検討してもらうこととなり、光華小学校の保護者にアン

ケートを取って結果を伝えたが、回答は車両ルート遵守の徹底など、個別具体策では

なく一般的な内容に終始し、落胆した。地域からの懸念の声に誠意を持って答え、住

民の安全安心にも配慮した上での事業であるべき。 
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(8) 大型トラックが増えることで、道路が傷んだ場合の補正はだれが行うのか。事業者

側で修繕を行うべきだと思う。 

(9) 救急車・緊急車両走行における調査と影響評価を求める。市道北 146号は、土日の

午後 3時以降は、上下線とも大渋滞が発生し、救急車が逆走しながら抜け出していく

のが日常化している。また、データセンターの CO2排出によるヒートアイランドの発

生で熱中症患者の救急搬送の拡充・救急車・病院の救急体制の拡充の検討を求める必

要があるといわれている。 

 


